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○委員長（河野龍二委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務文教常任委員

会を開会します。 

昨日に引き続き本会議定例会におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第

６９号平成３０年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

本日はこども政策課高田保育所所管から審査を行います。 

まずは決算の中身の高田保育所の説明を求めます。 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

お待たせしました。よろしくお願いします。事項別明細書こども政策課高田保育所分

について御説明いたします。 

まず歳入についてです。２０、２１ページをお開きください。１１款１項１目１節児

童福祉費負担金の２行目スポーツ振興センター共済保護者負担金（高田保育所）が高田

保育所所管となります。次に、１２款１項２目２節児童福祉使用料が５項目とも高田保

育所になります。２段目の施設型給付費広域入所分は、町外の子どもを高田保育所へ受

け入れた分の保育料で４人、延べ１８か月分です。３段目の延長保育料は、保育短時間

入所児童が延長した場合の延長料金で延べ６５人の方の御利用がありました。４段目の

一時預かり料は、未就園児を一時的にお預かりするもので、延べ利用人数は７６１人に

なっております。次に２６、２７ページをお開きください。１３款２項２目２節子ども

子育て支援交付金のうち３２１万が高田保育所分です。次に３０、３１ページをお開き

ください。１４款２項２目２節の子ども子育て支援交付金のうち３２１万円が高田保育

所分です。４２、４３ページをお開きください。１９款５項１目１節雑入の下から７段

目、臨地実習受入謝金１６万６,２８０円のうち４万４,０００円が高田保育所分です。 

次に歳出についてです。９２、９３ページをお開きください。３款２項３目高田保育

所費ですが、高田保育所並びに子育て支援センターおひさま広場における運営費です。

入所児童の保育のほかに一時預かり保育や延長保育、障害児保育、子育て支援センター

など事業は多岐にわたっております。特に一時預かりや子育て支援センターについては、

共働き世帯ではない御家庭の未就園児の子育て支援を担っております。それでは前年度

と比較して異なる部分のみ御説明いたします。３款２項３目１節の報酬に関しまして、

保育専門員が５名から６名に増員となり増額となっております。平成２９年度も６名の

保育専門員の予算はありましたが、５名の保育士しか確保できておりませんでした。９

４、９５ページをお開きください。３款２項３目７節の賃金ですが保育士の賃金が８４

０円から８８０円になっております。次に９節旅費の費用弁償ですが保育専門員の通勤

手当が支給されるようになりました。ほかは例年並みとなっております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。ページを追っていきたいと思います。まずは歳入の２０、



２１ページ、１１款１項３目１節の教育総務費負担金、スポーツ振興センター共済保護

者負担金。これが高田保育所所管となってまいります。同じページで１２款１項２目２

節ですね。これが高田保育所所管となっております。質疑はありませんか。それでは２

６、２７ページ、１３款２項２目２節児童福祉補助金ですね、子ども子育て支援交付金

の一部が高田保育所所管となります。続きまして３０、３１ページ、１４款２項２目２

節児童福祉費補助金の子ども子育て支援交付金の一部ですね。質疑ありませんか。 

それでは続いて４２、４３ページ。１９款５項１目１節雑入の備考の欄の下から７段

目、臨地実習受入謝金の一部ですね、高田保育所となっております。 

元に戻って前のページに戻っても構いません。質疑はありませんか。それでは歳出の

方も進めます。９２、９３ページの終わりからですね。９４、９５、９６、９７の１９

節負担金、補助及び交付金までが高田保育所所管となっています。歳入については９２

ページから９７ページまで。質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

保育所の運営のことなんですけれども、子どもたちと保護者の皆さんのために日々努

力していただいてるのは非常に頭が下がるとこなんですけれども、平成３０年度長与町

立高田保育所自己評価結果っていうのを拝見したんですけれども、全般的にすごくお仕

事への取組の姿勢というのは非常に素晴らしい自己評価結果も出ていらっしゃるんです

けれども、１か所だけ自己評価結果の６章保護者に対する支援というものの中の２項目

目の地域における子育て支援。この中の１問目の虐待を疑われる子どもの情報を得たと

き、要保護児童対策地域協議会や児童相談所などの機関に照会、通告を行う園の体制を

理解していますか。という質問のところが、ほかの自己評価は比較的高いんですけれど

も、この項目に関してはあまり実施せず、ほとんど実施せずというマイナスの評価が合

わせて３２％ぐらいになっていたんですけれども、もちろん子どもの虐待を軽視してい

るとかいうことではなくて、恐らくニュースになるような虐待死とか、極めてひどい虐

待っていうのが身近で起こるっていうことに対して、そんなに緊急性というか、そうい

うのがないのかなという結果に出てるのかなと思うんですけれども、やはり最近ニュー

スでも虐待死っていうニュースは続いてますし、実際にはいつどこで起こるか分からな

いことだと思うんですが。公立だからということはないんですけれども、公立の保育所

っていうことも含めて、保育士の皆さんの虐待通報等に関する意識っていうのは少し甘

いというか、そういう感じを受けたんですが。これに対して、何と言いますか、虐待が

少しでも疑われるようなことがあれば、しかるべき対処をとるような、この評価の結果

を受けたあとで何か指導というか、そういったものを行ったのかどうかと、もしくは今

後行っていくか。ちょっとこの件について、お答えをお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 



○参事（松尾郁子君） 

この自己評価の質問に対してなんですが、実際に関係機関に通告をしたり、連絡をし

たり、連携をとったりする職員が決められております。なので、質問には答えているん

ですが、その業務が無い職員がしていないということで答えているので３２％という数

が出ております。そして虐待についての職員への指導ですが、新聞の記事や事件が起き

たときは情報共有を行うこと。その新聞の記事を基に虐待も含めて人権についてのマニ

ュアルがあるんですけれど、それを基に各自確認を行ったあとに各クラスでクラス会議

を開くようにしました。そして、今月は結果をもって全体会議を行うように計画も立て

ております。社会情勢に敏感に情報をキャッチするように努めております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

単純なことを教えていただきたいんですけど、３目報酬の中にある保育専門員と賃金

で示される保育士とどう違うんですか。この方たちは別の方たちなんですかね。雇用形

態が違うとか、そういうことなんでしょうか。詳しく教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

報酬の部分はフルタイムの職員になります。年間通して週３７時間３０分勤務をする

職員になります。賃金の方は短時間のパートになりまして週１９時間、週２９時間勤務

をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員） 

そうするとフルタイムの方やパートの方、職員とか全部合わせて、保育士の方は何人

に１人。年齢によってですか、お子さんの年齢によって何歳だったら何人を１人で見る。

最低とかっていう基準と言うか、そういったのは満たしているんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

満たしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 



最近保育士が非常に不足をしているんだと。雇い入れも非常に厳しい状況にあるとい

うことを民間の保育所の先生からちょっとお聞きをしたんですが、こういう雇い入れを

する場合にどうなんですか。そういう傾向にやっぱりあるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

はい、その傾向にあります。特にフルタイムの保育士を確保するのは難しいです。で

すが報酬額も上げたことによって随分応募もあるようになりました。あとは短時間パー

トで工夫をして保育を行っているところです。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

今度の一般質問で３６協定を今度新たに締結したという答弁が保育所関係あったんで

すけれども、内容はどのような内容で。長時間残業を防止するためですね。協定の残業

の規定はどのように規定されたのか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

月４５時間、年間３６０時間以内の時間が定められました。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

そうすると７６０時間とか、そういう特例は規定はしてないわけですね。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

はい、しておりません。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

パートの方ですね、これは何名おられますか。 

○委員長（河野龍二委員） 

松尾所長。 

○参事（松尾郁子君） 

臨時職員は３４名おります。 



○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。質疑ありませんか。 

高田保育所所管の質疑をこれで終わります。お疲れさまでした。 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。引き続き決算の質疑を行います。それでは、

ただいまから、こども政策課の質疑を行います。提案理由の説明を求めます。 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

改めましておはようございます。よろしくお願いいたします。こども政策課の所管に

ついて御説明をいたします。歳入総額が１９億１,８３９万６,９４８円。前年度と比較

して８,３３６万９,３３８円の減額となっています。歳出総額は２７億２,３０４万７,

５４７円。前年度と比較して７,３９８万４,６８１円の減額となっています。 

それでは、事項別明細書に基づき昨年度と異なる点を中心に御説明をいたします。２

０、２１ページをお開きください。１１款１項１目１節児童福祉費負担金と２節滞納繰

越分がこども政策課所管になります。１節の児童福祉費負担金、保育料でございますが、

収納率９９.８％と前年度と比較して０,２％アップをしております。現年度分を滞納に

繰り越さないように努めているところでございます。２節の保育料滞納繰越分の収入は

２４９万１,７００円、収納率３２.５％、前年度より０.１％アップしております。滞

納につきましては、収納推進課に一元をされてから３年間で総額が半分以下と減少をし

ているところでございます。２目１節保健衛生費負担金はこども政策課所管です。養育

医療費は、未熟児で生まれた赤ちゃんの入院養育が必要と医師が認めた場合に医療費を

助成するもので、所得に応じた自己負担分になります。 

次に２４、２５ページをお開きください。１３款１項１目１節の２行目障害者自立支

援給付費負担金のうち７３万８,５００円がこども政策課所管です。育成医療費に対す

る２分の１国庫負担となっています。２節保育所運営費負担金と３節児童手当負担金が

こども政策課所管です。保育所運営費は２分の１国庫負担となっています。過年度精算

分は前年度の交付額確定に伴う追加交付でございます。児童手当負担金は３歳未満児の

被用者のみが４５分が３７、それ以外は３分の２国庫負担となっています。次に２目衛

生費国庫負担金です。２６、２７ページをお開きください。１節保健衛生費負担金がこ

ども政策課所管です。未熟児養育医療費の国庫負担金で、掛かった医療費から自己負担

分を除いた２分の１が国庫負担となっています。次に２項２目２節児童福祉費補助金が

こども政策課所管です。子ども子育て支援交付金は１３事業からなる地域子育て支援事

業に対する補助金です。国庫負担割合は３分の１となっています。前年度と比較して約

２３０万増額となっておりますのは、学童の運営補助金が約６５９万１,０００円の増、



子育て支援拠点事業がマイナス５１４万７,０００円、子どもを守るネットワーク機能

強化事業が８４万円などによるものです。次に４目４節住宅費補助金の４行目、３世代

同居・近居促進事業補助金がこども政策課所管です。事業費の２分の１の４５％、２２.

５％が国庫補助となっております。次に５目教育費国庫補助金です。２８、２９ページ

を御覧ください。３節幼稚園費補助金がこども政策課所管です。国庫補助率は３分の１

以内となっておりまして３０年度は前年度より１.５％増の３３.２％となっております。

次に３項２目２節児童福祉費委託金がこども政策課所管です。受給資格者は１２１名と

なっております。 

次に１４款１項１目１節社会福祉費負担金の２行目、障害者自立支援給付費のうち３

６万９,２５０円がこども政策課所管です。４分の１県費負担金となっています。２節

保育所運営費負担金と３節児童手当負担金は全てこども政策課所管です。保育所運営費

は４分の１が県費、３行目の施設型給付費等事業費補助金は１号認定子どもの分につき

まして運営補助金の２６.６％を県と町で２分の１ずつ負担することとなっております。

２行目と４行目の過年度精算分は２９年度の追加交付分です。３節児童手当負担金は３

歳未満の被用者のみ４５分の４、それ以外は６分の１県費負担となっています。次に２

目１節保健衛生費負担金がこども政策課所管です。未熟児養育医療費の県費負担金で補

助率は４分の１となっています。次に２項県補助金、３０、３１ページをお開きくださ

い。２目１節社会福祉費補助金の４行目から６行目がこども政策課所管です。小児慢性

特定疾患児日常生活用具給付費は４分の３県費補助、福祉医療費補助金（乳児ひとり

親）が２分の１補助、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金は２分の１補助

となっております。次に２節児童福祉費補助金は全てこども政策課所管です。１行目の

母子家庭等児童助成事業は、学童のひとり親に対する保育料の補助で、県費２分の１補

助となっております。２行目の保育対策総合支援事業費補助金は、認可外保育園の職員

健診に対する補助金で、県費３分の２補助となっております。３行目の子ども子育て支

援交付金は国費でも触れましたが、放課後児童クラブなどを対象とした１３の事業に対

する補助金で、県費が３分の１負担となっております。次に６目土木費県補助金、３２、

３３ページをお開きください。１節住宅費補助金のうち２行目の長崎県３世代同居・近

居促進事業補助金がこども政策課所管です。２分の１県費補助となっております。 

３６、３７ページをお開きください。１６款１項３目１節社会福祉費寄附金のうち５

万円がこども政策課所管です。 

次に４２、４３ページをお開きください。１９款５項１目１節雑入です。上から１８

行目の養育医療費返還金が全額こども政策課所管です。養育医療費の自己負担分に対し

て福祉医療費で補填をされる分を受け入れております。２行下の児童手当返還金は遡っ

て所得更正があったため返還をいただいております。６行下の電柱等設置使用料のうち

４００円が、めぐみ保育園敷地内の電柱２本分となっております。５行下の福祉医療費

返還金は全てこども政策課です。付加給付金など健康保険から給付を受けることができ



るものについて返還をいただいております。下から３行目の保健事業参加者負担金のう

ち７万６,７００円がこども政策課所管です。離乳食教室やマタニティクッキングなど

の参加費負担金となっております。４４、４５ページをお開きください。上から７行目

放課後児童クラブ光熱水費負担金は、こども政策課所管です。児童館内で運営をしてお

ります学童クラブについては水道光熱費を負担してもらっております。歳入は以上です。 

次に歳出です。８０、８１ページをお開きください。３款１項１目社会福祉総務費の

うち、１節報酬の４行目児童虐待防止専門員報酬と５行目の要保護児童対策地域協議会

委員報酬がこども政策課所管です。虐待防止専門員は、要保護児童地域対策協議会の事

務局として、虐待相談をはじめ虐待通報に対する安全確認のほか、ケース会議やケース

記録など多岐にわたり活躍をいただいております。８２、８３ページをお開きください。

４節共済費の社会保険料のうち３５万９,０８０円がこども政策課所管です。７節賃金

はこども政策課の分で、小中学生やひとり親等の福祉医療費支給の補助事務をお願いを

しております。９節旅費の普通旅費のうち３万２,２００円、研修旅費の全額、費用弁

償のうち５万１,１７０円がこども政策課所管です。１１節需用費の消耗品費のうち１

万２２０円、印刷製本費の全額がこども政策課所管です。福祉医療費受給者証の印刷代

並びに窓付き封筒の印刷代となっております。１２節の審査支払手数料は乳幼児福祉医

療費の現物給付に対する審査手数料です。１３節委託料の２行目、福祉医療費システム

保守委託料、１８節備品購入費はこども政策課所管です。備品は、正面玄関入口に時間

外や閉庁時にも申請が可能となるよう福祉医療ポストを設置をいたしました。１９節負

担金、補助及び交付金の下から３行目、長与町福祉団体育成補助金のうち２４万がこど

も政策課です。長与町母子寡婦福祉会に対する活動補助金で、昨年度は長崎県大会が本

町で開催をされ関係者約２００人が参集し、活動報告や意見発表が行われました。２０

節扶助費の乳児医療費から次のページの父子家庭の子医療費までと一番下の子供医療費

がこども政策課所管です。県費補助対象であります乳児から父子家庭の子までのトータ

ルを見ますと、前年度より約２６０万の減額となっておりますが、町単独の子ども医療

費は年々対象を拡大していることと、まとめて申請をされる方が多いことから、昨年度

より約３８０万の増額となっております。２３節の償還金はこども政策課所管です。２

９年度補助金の精算による返還金となっております。 

次に２目障害者福祉費のうち１節報酬のひばり学級療育指導員報酬がこども政策課所

管です。ひばり学級の先生が年度途中に退職をされたため指導員を増員し、例年より１

人分多く支出をしております。８節報償費、ひばり学級療育指導医師等謝礼は例年どお

り。９節普通旅費のうち１万４,８００円、費用弁償のうち１３万６,６８０円は、３０

年度から嘱託職員に通勤手当が出るようになったことに伴い増額となっております。１

１節消耗品費のうち１８万７９９円、食糧費のうち１万９,２３５円、印刷製本費のう

ち９,７２６円、修繕料の全額、修繕は、ひばり学級の間仕切りを修繕をしております。

１２節役務費、５行目から７行目がこども政策課所管です。役務費の５行目障害児通所



給付費支払事務手数料は３０年度から福祉課より事務移管となっております。一番下の

資格認定費はペアレントプログラムの資格を取得しております。１３節委託料、８６、

８７ページをお開きください。１行目のひばり学級施設管理委託料と２行目のひばり学

級療育指導業務委託料がこども政策課所管です。ひばり学級療育指導業務委託料は４人

分で年度当初業務委託をしておりましたが、６月末に１人退職等がありまして３人分に

変更委託をしております。人員の補充につきましては先程の報酬費で１人確保しており

ます。１４節使用料及び賃借料の自動車借上料はドクターのタクシー代となっておりま

す。１８節備品購入費はフロアマットとホワイトボード、いただいた寄附金を活用しま

して大型絵本を購入をしております。２０節扶助費の７行目、小児慢性特定疾患児日常

生活用具給付費、５行下の障害児通所給付費、この障害児通所給付費は３０年度より福

祉課からこども政策課に移管をしております。その下の軽度・中等度難聴児補聴器購入

費助成金と育成医療費がこども政策課所管です。２３節償還金、利子及び割引料の上４

つがこども政策課所管です。２９年度補助金の精算による返還金となっております。 

次に９０、９１ページをお開きください。２項１目児童福祉総務費から９９ページの

４目児童館費までがこども政策課所管です。昨年度と異なる点を中心に説明をしたいと

思います。１節児童福祉総務費１節報酬、子ども・子育て会議委員報酬は昨年度基礎調

査を実施する年であったことから、これまでの進捗状況の確認や住民アンケートの内容

等の精査のため３回開催をしております。１３節委託料の子ども・子育て支援事業基礎

調査委託料が、今年度、子ども・子育て支援事業計画策定のための基礎調査で、小学生

以下の全世帯を対象にアンケート調査を実施をしております。１９節負担金、補助及び

交付金の３行目、放課後児童クラブ環境改善事業補助金２５万８,０９８円は、高田児

童クラブを２支援に増やした分の備品購入の補助金となっております。放課後児童クラ

ブ運営費補助金は３０年度から１支援増えたことと補助基準額が増額となったことから、

前年度より約５０８万増額となっております。９２、９３ページをお開きください。２

０節児童手当につきまして、受給者数の減少により前年より１,５２６万５,０００円の

減額、不用額のうち１,００４万８,０００円が児童手当の不用額となっております。次

に２目児童福祉運営費についてですが、１９節負担金、補助及び交付金の３行目、長与

保育園から９行目の広域入所委託分運営費補助金までと１４行目のひかり保育園から一

番下の認定こども園委託分運営費補助金までの総額で前年度より１,６６４万７,０００

円増額となっております。保育園ごとに見ますと入所児童数の増減に伴い補助金額も増

減をしております。３０年度は長与保育園と上長与こども園、広域保育園の入所児童数

が減少した部分が補助金額も減少し、定員を増やしたわかば保育園、ひかり保育園、お

おとり保育園については、いずれも増額となっております。全体を見ますと入所者数が

増えたことと処遇改善が０.８％新たに加算されたことによるものです。一時預かり事

業補助金は町内全ての認可保育所に委託をしておりましたが、年々入所児童が増加をし

ておりまして、認可保育園で一時預かり事業を実施することが難しくなってきたことか



ら、３０年度より高田保育所を除いて４園のみに委託をしており、約５３７万３,００

０円の減額となっております。 

次に９６、９７ページをお開きください。４目児童館費です。前年度と異なるところ

を説明します。７節賃金は前年度の約２倍になっております。２９年度より子育て支援

センター機能をプラスしたわけですが、３０年度は乳幼児の利用が約１.８６倍となり、

人員を増やして対応いたしました。９節旅費、費用弁償は３０年度より嘱託職員の交通

費も支給できるようになったこと等により１２万９,０００円増額となっております。

１２節クリーニング料は前年度より７万１,０００円増額し環境衛生に努めております。

１３節の委託料です。９８、９９ページをお開きください。前年度と異なるのは一番下

の倒木撤去委託料８万８,０００円です。昨年７月の台風７号で高田児童館に木が１本

倒れてきておりまして急遽撤去作業を行いました。１４節自動体外式除細動器賃借料は

３０年度からリースに変更しております。１５節施設整備工事費は、北児童館に壁型式

の扇風機の取付工事と社会福祉費寄附金を活用しまして授乳スペースを確保するための

間仕切り設置工事を施工いたしました。北児童館においても乳幼児の利用が増えてきて

おり環境整備を行っております。１８節備品購入費はリース切れに伴いパソコンとプリ

ンターを各児童館に購入しております。また環境整備及び遊具の充実を図っております。 

次に１０４、１０５ページをお開きください。２目感染症予防費です。７節パート賃

金のうち５万３,１２６円、通勤手当のうち３,６００円、９節普通旅費のうち２,５０

０円、１１節消耗品のうち１万４,９４０円、印刷製本費のうち２５万７,５２４円、１

３節予防接種委託料のうち１億１３４万５,２４１円と２０節予防接種助成費のうち３

６万５,５５９円がこども政策課所管です。前年度と異なる点は予防接種委託料の減少

で接種対象児童の減少によるものです。次に３目母子衛生費です。全てこども政策課所

管です。前年度と異なる点は、１０６、１０７ページをお開きください。１２節役務費、

電話料が３０年度より発生をしております。３０年度にこども政策課専用のスマートフ

ォンを購入したことによるものです。１３節の健康診査委託料は、昨年と比較して対象

者が減っており約２５３万の減額となっています。１８節備品購入費では子育て世代包

括支援センターで使用するスマートフォン、ノートパソコン、デジカメ、デジタルベビ

ースケールを補助金を活用して購入をしております。窓口での相談のほか、家庭訪問、

支援者向けの研修会開催、出前講座等で実施をしております。２０節の養育医療費は、

未熟児に対する医療扶助でございますが、前年度より約９８万減額となっております。

例年１０人前後の未熟児の赤ちゃんが生まれておりますが、２９年度が１８人と例年よ

り多かったことによるもので、今年が例年並みとなっております。ほかは例年並みです。 

最後に１６０、１６１ページをお開きください。１０款４項１目幼稚園教育振興費が

こども政策課所管です。１９節負担金、補助及び交付金ですが幼稚園に関する補助金が

３本あります。３０年度は２９年度と変更点等ございませんでしたので、執行額も例年

並みとなっております。 



最後に主要な施策の成果に関する報告書につきまして、３３ページから３７ページが

こども政策課所管となっております。３３ページの子どもを守る地域ネットワーク機能

強化事業は児童虐待に関する相談対応並びに虐待予防に関する事業となっております。

下の表のとおり２９年度と比較して相談対応件数が非常に増えておりますが、以前と比

べて児童虐待に関して住民あるいは支援者の意識が高まっており地域住民や保育園、学

校から気になる段階から早期の相談等が入るようになってきております。虐待に至る前

に子育て支援事業に繋ぐことができており、早期対応に努めているところでございます。

３４ページの巡回支援専門員整備事業は発達障害児の早期発見及び早期支援に繋ぐ事業

です。３０年度からの新規事業でひばり学級において補助金を活用しまして、ペアレン

トプログラムを複数回開催をし、保護者支援に力を入れております。３５ページには放

課後児童クラブの運営費補助金の内訳について記載をしております。３６ページには保

育所・認定こども園運営費補助金を記載をしております。３７ページには地域子育て支

援拠点事業、子育て支援センターの児童館での利用状況について記載をしております。 

以上が歳入歳出決算に係るこども政策課所管です。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。歳入の方からいきたいと思います。まずは２０、２１ペー

ジ。１１款１項１目１節児童福祉費負担金、２節保育料滞納繰越分ですね。保育料決算

書の資料も提出していただいております。質疑があればどうぞ。質疑ありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

保育料の収納率って素晴らしいもんだなっていうふうに思っております。御努力の成

果が出てるんじゃないかなと思って、要は保育料の滞納分ですね。例えば条例か何か作

らんばいかんとですかね。給食費が子ども手当を、本人の同意があれば未収分はそこか

ら回収できるっていうふうになってますでしょ。子ども手当をこれに充てるということ

はちょっと乱暴かもしれないですけど、不可能なのかなあと思ってですね。私もこれは

払いたいのに払えないという部分も十分考慮しなければならないと思います。その部分

も考慮しながらも子ども手当って多分来るんで、それを充当するっていうことは法的に

不可能なのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。お考えを教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

子ども手当の中からっていう話ですけども、児童手当法の中に御家族の同意を取れれ

ば保育料もしくは学校の給食費に児童手当を充てることが可能というふうになっており

ます。また、保育料につきましては、御家族の申し出がなくても特別徴収ということで、

児童手当の方から保育料に充てることが可能となっております。そこはもう以前から児



童手当の方から保育料もしくは給食費の方に充てさせていただいているような状況とな

っておりまして、特に２８年２月分の支払いから特別徴収も本町では開始をしまして、

そこからぐっと滞納が減ってきてるような状況となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

ということは、滞納繰越は２８年以前のものがここに残ってるっていうふうに理解し

てよろしいんですか。そこもお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

滞納繰越の分につきましては平成１７年度から残っておりまして、実人数が１４名い

らっしゃいます。滞納をされてる方が実人数で１４名、うち１１名の方が平成２４年以

前の滞納となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

もう１０年以上前のことなんで、不納欠損にっていうことは考えてないんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

基本的に皆さん分割納付を申請をしていただきまして、概ね履行中ということでござ

います。中には生活保護になられたりとか、生活困窮で分割納付が不履行の方もいらっ

しゃいまして、今年度は今のところ分割でお支払いがあってるということで、不納欠損

には至っていないのが現状です。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

３世代同居・近居促進事業で補助金が県と国から出ておりますが、実際対象となった

件数と、同居と近居どちらが割合的にどうだったのか、そこら辺分れば教えていただき

たいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

３０年度の３世代同居・近居事業、対象者が５件ございまして、同居が３件、近居が



２件となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。とりあえず進めます。２５、２７ページですね。それぞ

れあります。質疑はありませんか。２９ページもこども政策課の所管があります。あと

３１ページ。戻っても構いません。質疑があればどうぞ。質疑はありませんか。３３ペ

ージもこども政策課が一番上ですね。これは先程の県の事業ですね。３６、３７ページ

の寄附金のところです。こども政策課。４２、４５、雑入のところですね。ここでは養

育医療費返還金、児童手当返還金、福祉医療返還金。それと電柱設置等々ありました。

あと保健事業参加費負担金、４５ページでは放課後児童クラブ光熱費負担金等々があり

ます。質疑はありませんか。歳入全般で渡っても構いません。 

それでは歳出の方にも行きたいと思います。まずは８０、８１ページですね。社会福

祉総務費の報酬の中の児童虐待防止専門委員報酬、要保護児童対策地域協議会委員報酬、

児童虐待防止専門員の報酬については主要な施策の説明でも少しありました。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

８１ページ、児童虐待防止専門員のところで、先程の説明で仕事が多岐に渡るという

ことで、平成３０年は助産師で対応するということになっていたかと思うんですけど、

助産師の仕事内容と虐待防止専門員の仕事っていうのが、またプラスされて。助産師っ

てほかにも仕事があると思うんですよね。ということで今後は完全に虐待防止専門員と

いうのを雇用する、お願いするということになるのか、もう同じ仕事ということでその

方にお願いしているのか、ちょっとそこが分らないんですけど、教えていただければ。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

元々あります助産師の業務ですね、家庭訪問であったりとか、いろんな検診に助産師

に来ていただいて、相談対応等に乗っていただいてる分はスポット的な感じで助産師を

別途雇用しましてお願いをしているところでございます。どうして助産師を虐待防止の

方に充てたかと言いますと、すごく虐待の関係が低年齢化をしているということで、虐

待で亡くなる子どももゼロ歳児が一番多くて、なおかつ乳児健診が始まる前、０か月、

１か月で亡くなる子どもが非常に多いというところで、妊娠届のときからなるべく気に

なるお母さんを捕まえたいという思いがありまして助産師の方にお願いをしたところで

す。特定妊婦って言うんですけども、例えば若年の方とか、高齢者の方とか、障害を持

っていらっしゃる方とか、生活困窮の方とか、妊娠届に来られたときに一通り家庭環境

ですとか、家庭の状況ですとか、支援者がどこにいるのかっていうところまで深く話を、

助産師の立場で聞かせていただいて、もし何かあったときには、その方が早急に動くっ

ていう形で今スムーズな流れになってるなっていうふうに思っております。その方がま



たケースワークも非常にお上手で、住民との信頼関係というのも持って、非常に親身に

なって対応をしていただいております。あと数年はこの方にお願いをしたいなと思って

いるところです。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先程の西岡委員の質問に関連してですけども不納欠損額、ゼロ円になってるんですけ

ども、収入未済額が私立が５３万６,０００円ですかね。公立８万５,０００円。こうい

うふうになってるわけですけれども、念のためお聞きしたいんですけども、保育料の時

効が５年間ですね。それでその時効を中断させるために、やっぱり請求とか、そういう

行為をしないと時効に引っかかちゃうんですよね。だから、念のためですけれども、そ

ういうことはされてるのか。時効防止のために。念のためお伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

時効中断のために家庭訪問等いたしまして、分割納付申請をしていただいて、実際に

納付をいただいているということで時効中断を行っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

おおよそ１時間が過ぎたんで、ここでしばらく休憩したいと思います。 

場内の時計で１０時４０分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時２９分～１０時３８分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。引き続き質疑を行います。今８１ページ

まできております。次に８３ページ、一部支出のところがありました。一般備品購入費、

あと審査支払手数料、印刷製本費、消耗品の一部等々ですね。福祉医療システム保守委

託料。質疑はありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

一般備品のところで３万２,４００円ということで額は小さいですけど、福祉医療ポ

ストというのを私初めて聞いたものですから。これの内容的なものと、どういう効果を

考えているのかというのをお聞きできればと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

小中学生の子ども医療費につきましては現物給付ではなくて償還払いで、窓口に申請



に来るのが時間中に来れないという声がたくさんございまして、正面玄関が時間外です

とか、土日も自動交付機の関係で今開いておりますので、そこにポストを置かせていた

だいて、そこに申請書を置いてくださいということで、昨年から始めているところです。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。続きまして８４、８５ページですね。８３ページの下段、

扶助費から続いて、福祉医療、児童医療の関係が続いております。２３節償還金、利子

及び交付金、あと障害者福祉費では、ひばり学級指導医師等謝礼、普通旅費、費用弁償、

消耗品費等々が一部、こども政策課となっております。あと役務費では備考欄の下３つ

ですね。ありませんか。続きまして８７ページ。上のひばり学級管理委託料、指導業務

委託料がこども政策課ですね。自動車借上料、ひばり学級の備品購入、あと小児慢性特

定疾患児日常生活用具給付費、扶助費ですね。障害児通所給付費、軽度・中度難聴児補

聴器購入費助成金、あと償還金、利子及び割引料では上から４つがこども政策課となっ

てます。質疑はありませんか。次の９０、９１ページは３款２項１目児童福祉総務費、

ここ全部ですね。これがこども政策課となっております。質疑ありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

９１ページの下段の委託料の長与町コミュニティ Web サイト保守委託料っていうのは、

ちょっと説明していただいて、よろしいでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

子育て雑誌で「大きくなーれ」という雑誌があるんですけども、それのウェブ版とい

うことで長与町ホームページとは別に「大きくなーれ.プラス」と言うウェブサイトを

立ち上げておりまして、その分の保守委託料となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

「大きくなーれ.プラス」っていうのは時々見てるんですけれども、結構小まめにメ

ルマガが来たりとか、サイト自体も小まめに情報が更新されているとは思うんですけれ

ども、ちょっと１か所、みんなのＱ＆Ａというコーナーがあると思うんですけど、ここ

を見ると何か質問があったら書き込めて、それにこども政策課で回答するというような

形のところが１個しか投稿されてなくて、それが２０１６年の５月２６日、その５月２

６日に質問、住民の方がされたことに対して７月１４日に回答がされてて２か月近く空

いてる。実際にそれ以外の投稿は無いという状態で、ちょっとこれを見ると活用されて

ないような感じと、あとはその実際に３年前の話ですけれども、せっかく投稿した方に

対して素早く対応しようっていう姿勢が見えないと言うか、そういう印象を受けるとこ



ろがあって、こういうウェブサイトっていうのは移住とかを考えてる方っていうのは見

られたりする方も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、せっかく長与町が教

育、子育てっていうのに力を入れていても、こういう細かいところでイメージダウンじ

ゃないですけど、そういう印象を受ける方もいるのかなと思って。このＱ＆Ａのコーナ

ーについて、何かしらもう少し使いやすく力を入れるとか、逆にもう３年前から更新が

無いような状態自体が余りイメージが良くないかなと思うので、例えばこのコーナーも

消してしまって、住民の方からの質問には直接メールを送ってもらって答えるとか、何

かそういう改善をした方が良いんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

コミュニティ機能を充実をさせようということで、このウェブサイトを立ち上げると

きに住民と行政だけではなくて、住民同士のコミュニティの場にもなれないかなという

ことでああいう場を設定をしたところではあったんですけれども、実際にスタートして

から投稿っていうのがもう全く無くて、ここに公表がされるものですから、住民の方も

公表されない方のＱ＆Ａの方にはお問い合わせが入ったりっていうのはあってはいるん

ですけれども、どうしても皆さんの目に触れるところのＱ＆Ａが今のとこ１件しかなく

て、そのときも確かにうちの方の対応が悪くて、確かその１件がお譲りがどこでできる

かっていう問い合わせだったと記憶をしてるんですけれども、こちらもあちこち探して、

いろんなとこに当たって、どこかでないかなっていうところもあたったっていう時間も

確かに掛かっていたんですけども、言われるとおり、あまりにも回答が遅すぎて不適切

な対応だったなというふうに反省をしてはいるところです。その後もみんなのＱ＆Ａで

はなくて、町のホームページの方の公表されないＱ＆Ａ等には質問等は上がってきては

いるんですけども、公表される部分では今はもう活用されてないというのが現状です。

それから住民にアクションも掛けたりもしてはいるんですけども、そこで聞かなくても

電話１本すれば答えがすぐ出るからって、私達の回答が遅くてそういうふうな流れを作

ってしまったのかもしれないんですけれども、電話の方がとにかく早いと、待ってられ

ないと、子どもがどうかあるときにメールをするんじゃなくって、役場が開いてる時間

には電話をしたいんだということと、今年度スマートフォン買わせていただいたのが、

まさにその対応をしたいっていうところもありまして、電話でしゃべるのがなかなか難

しい方とかもいらっしゃって、スマートフォンを買わせていただいて、今、皆さんライ

ンをよく使われてらっしゃるということで、ラインの方でいろんな相談等が今入ってい

るような状況になってきております。言われるようにページを閉鎖するかどうかってい

うのは、もうちょっと活用の場がないか、もう一度考えさせていただいて、閉じるかど

うかっていうのは検討していきたいなというふうに思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 



八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

先日この審査の中で伺ったら、長与町のホームページは来年ですかね。何かリニュー

アルされる予定とか聞いたんですけど、この「大きくなーれ.プラス」というのは全く

別個で特にそういう予定とかっていうのはないんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

はい、今のところリニューアルの予定はございません。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。次、９３ページの高田保育所の前までこども政策課の支

出となっております。負担金、補助及び交付金については、主要な施策の報告書の中で

もあるようです。質疑はありませんか。戻っても構いません。ページを先に進めます。

続いて９７ページですね。児童館費、ここも次のページの上段、備品購入費まで児童館

費、こども政策課となっております。質疑はありませんか。児童館についても主要な施

策の報告書で説明があっております。戻っても構いません。次のページにいきます。１

０４、１０５ページ、感染予防費の中に一部こども政策課の支出が含まれております。

あと母子衛生費ですね。その下段の３目母子衛生費が次のページの２３節の償還金、利

子割引料までが、こども政策課となっております。質疑ありませんか。戻っても構いま

せん。説明がされたのが１６０、１６１ページですね。１０款４項１目幼稚園教育振興

費。ここがこども政策課となっております。歳入歳出構いません。質疑はありませんか。 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

一部不用額のところでお聞きしたいと思います。まずは９１ページの１３節委託料。

ここの不用額が前年度の決算から見ると、子ども・子育て支援事業に関する不用額にな

ってるのかなっていう気はするんですけども、これだけの不用額が出た要因が分かれば

教えていただきたい。次に１０５ページの母子衛生費。報償費のところでも２００万ぐ

らいの不用額が出ておるようです。ここでの不用額がどういうものなのかですね。そこ

２点をお伺いしたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

９１ページの委託料の不用額についてでございます。約１３６万２,０００円ござい



ますけれども、子ども・子育て支援事業基礎調査委託料の不用額が５７万２,０００円

ございまして、あともう１つ短期支援事業っていうのがございます。もしもの時のため

に夜間、子どものお預かりをする分がございまして、その分の予算を７９万円取ってお

りましたけれども、３０年度は幸いにしてその利用がなかったということでございます。 

１０５ページの報償費２１０万１,０００円の不用額についてですけれども、母子事

業で例えばいろんな健診ですとか、育児相談事業ですとか、いろんな母子事業がござい

ますけれども、まずは子ども、対象人数の減少に伴いまして、スタッフの雇用数を若干

調整をさせていただいて減らしております。それから元々こども政策課におります子育

て相談専門員が保健師の資格を持っておりまして、ここの窓口で相談を受けるだけでは

なくて、各事業に出向いて直接話を聞くっていうことも３０年度は実施をさせていただ

いておりまして、そういった関係からスポット的な雇用、臨時的な雇用をするところが

減少したのが主な要因でございます。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

全体的に聞いてみますと、児童手当も一定の不用額が出てるということで、これは対

象児童が減ってるという話もありましたし、全体的にこども政策課の対象児童の減とい

うのが、あちこちで説明されている。どれくらいの減、人数で言えば２９年度から３０

年度はどれくらい減少したと、対象児童がですね。そういう数字があれば参考までに教

えていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

毎年出生数の発表があっておりますけれども、長与町では２９年度までは４００名を

超えるお子さんが生まれておりました。ところが平成３０年が３４９人と５０人以上、

今、減少しているような状況になっております。母子事業の対象の子どもがゼロ歳が一

番多いというところと、当然児童手当もそうですし、あと予防接種等もゼロ歳児が一番

費用が掛かる部分になっております。ここのゼロ歳児が５０名ちょっと減少したという

ところが一番大きな要因かと思っております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

学童保育の説明書の３５ページにあるんですけれども、以前、設置基準ですね。例え



ば指導員の配置基準、それからスペースの確保とか、そういうのを５年以内でやりなさ

いという条例も制定しましたけれども、それが今現在どのような状況になってるか教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

新制度に移行する前が長与町内学童クラブが７クラブございました。今現在１１クラ

ブ１２支援、７から１２に５支援増やしております。学童の施設整備の方も毎年順番に

させていただいて、今現在、町内全ての学童の整備が終わったという状況でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

こども政策課所管の質疑を終わります。どうもお疲れさまでした。 

場内の時計で１１時１０分まで休憩します。 

（休憩 １０時５９分～１１時７分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。引き続き平成３０年度長与町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。ただいまからは都市計画所管の質疑を行います。

提案理由の説明を求めます。 

山崎課長。 

○都市計画課長（山崎禎三君） 

皆さんおはようございます。それでは、平成３０年度一般会計決算のうち都市計画課

所管分について御説明申し上げます。まず歳入でございます。事項別明細書の２６、２

７ページをお開き願います。１３款２項４目２節都市計画費補助金でございます。収入

済額７,７４３万２,０００円のうち備考欄の活力創出基盤整備総合交付金７,０６８万

２,０００円が都市計画課所管分でございます。これは歳出の１３８ページから１４１

ページまでの８款５項４目街路事業費に充当する国庫補助金でございます。また、収入

未済額の５,１１２万１,０００円につきましては令和元年度への繰り越しとなっており

ます。次に３節市街地整備総合交付金２００万円でございます。これは歳出の１４０、

１４１ページの８款５項５目公園緑地管理費に充当する国庫補助金でございます。 

続きまして３４、３５ページをお開き願います。１４款３項６目３節都市計画費委託

金１,０００円につきましては都市計画法に基づく許認可事務に関する権限移譲交付金

でございます。続きまして同じページの１５款１項１目１節土地貸付収入でございます

が、収入済額４７６万４,８７３円のうち、２万９,８２０円が都市計画課所管分でござ

います。続きまして３６、３７ページをお開き願います。１６款１項４目１節土木管理

費寄附金５万円につきましては、まちづくり推進のためといたしまして町内の事業者様



から寄附金をいただいたものでございます。続きまして３８、３９ページをお開き願い

ます。１７款１項３目１節土地区画整理事業特別会計繰入金１４０万９,０００円でご

ざいますが、これは高田南土地区画整理事業の保留地処分金を区画整理特別会計から繰

り入れたものでございます。続きまして４２、４３ページをお開き願います。１９款５

項１目１節雑入でございます。備考欄の上から１２番目、都市計画地図売払収入６万７,

５００円と、そこから１４段下の電柱等設置使用料３万９,８３０円のうち１,１７０円

が都市計画課所管分でございます。続きまして４４、４５ページをお開き願います。２

０款１項２目２節都市計画事業債でございます。備考欄上段の土地区画整備事業充当起

債２億６,３５０万円につきましては、歳出の１３８、１３９ページの８款５項２目土

地区画整理費に充当する地方債でございます。また備考欄下段の街路事業充当起債５,

８１０万円につきましては、歳出の１３８ページから１４１ページの８款５項４目街路

事業費に充当する地方債でございます。以上が都市計画所管の歳入でございます。 

続きまして、次に歳出でございます。１３２、１３３ページをお開き願います。８款

２項１目道路橋りょう総務費でございます。９節旅費から１９節負担金、補助及び交付

金までいずれも経常的経費でございます。続きまして１３６、１３７ページをお開き願

います。８款５項１目都市計画総務費でございます。１節報酬は長与都市計画審議会の

委員報酬でございますが、平成３０年度は審議会を開催しておりませんでしたので支出

はございません。２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては、長崎県への

派遣職員を含みますところの１１名の人件費でございます。引き続き１３８、１３９ペ

ージをお開き願います。７節賃金から１１節需用費までは経常的経費でございます。１

３節委託料１１８万８,０００円につきましては市計画に関する業務を１件発注してお

ります。１４節使用料及び賃借料、１９節負担金、補助及び交付金につきましては経常

的経費でございます。引き続き２目土地区画整理費でございます。１７節公有財産購入

費６,０９５万９,１７２円につきましては、西彼中央土地開発公社で先行取得しており

ました高田南土地区画整理事業地内の土地３筆の購入費でございます。１９節負担金、

補助及び交付金につきましては経常的経費でございます。２８節繰出金７億１,１１２

万５,９０４円につきましては土地区画整理特別会計への繰出金でございます。なお令

和元年度への繰越明許費といたしまして１億１,９４８万円を計上しております。また、

不用額の１,２８８万１,０９６円につきましては、議案第６３号一般会計補正予算（第

２号）で御説明いたしましたとおり、平成３０年度分の高田南土地区画整理事業の事業

費のうち、未執行となった予算を不用額としたものでございます。引き続き４目街路事

業費でございます。９節旅費から１２節役務費までは経常的経費でございます。１３節

委託料７,６１０万５,４４０円につきましては、都市計画道路西高田線街路整備事業に

伴う測量業務など１３件の業務を実施しております。１５節工事請負費２,０８６万５,

７９４円につきましては、同じく都市計画道路西高田線に伴う工事１２件を実施してお

ります。１７節公有財産購入費３,１３０万１,３０２円につきましても、同じく都市計



画道路西高田線に伴いますところの道路用地５筆の購入費となっております。なお令和

元年度への繰越明許費といたしまして８,８５０万１,０００円を計上しております。１

９節負担金、補助及び交付金につきましては経常的経費でございます。引き続き１４０、

１４１ページにお進みください。２２節補償、補填及び賠償金５,２５０万５,６２７円

につきましては都市計画道路西高田線に伴います補償２１件となっております。なお令

和元年度への繰越明許費といたしまして１,４７８万３,０００円を計上しております。 

続きまして５目公園緑地管理費でございます。公園緑地管理費の一部が都市計画課所

管となっております。まず９節旅費でございますが予算額４万３,０００円のうち１万

３,０００円、支出済額３万５,０００円のうち１万円が都市計画課所管分でございます。

次に１１節需用費でございます。予算額１,４１２万５,０００円のうち１万９,０００

円。支出済額１,２１６万２７９円のうち１万８,３９４円が都市計画課所管分でござい

ます。なお、予算の内訳といたしましては、備考欄の一番上にございます消耗品費の一

部となっております。次に１３節委託料でございます。予算額５,５１４万６,０００円

のうち７１２万５,０００円。支出済額５,２４８万６,３３６円のうち７１２万４,７６

０円が都市計画課所管分でございます。なお予算の内訳といたしましては、備考欄の上

から３番目、設計委託料。高田郷の高田越トンネル上部付近に新たに整備する道の尾中

央公園の測量設計業務となっております。以上が都市計画課所管の歳出でございます。 

なお主要な施策の成果に関する報告書でございますが、４９ページ、高田南土地区画

整理事業。５０ページ、街路事業。５１ページ、公園整備事業が都市計画課所管分でご

ざいます。併せて御参照賜りたいと存じます。以上、平成３０年度一般会計決算の都市

計画課所管分を御説明申し上げました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは質疑を行います。歳入ページから追って行きたいと思います。まずは２６、

２７ページ、１３款２項４目土木費国庫補助金２節活力創出基盤整備交付金、３節市街

地整備総合交付金が都市計画課となっております。続きまして３４、３５。１４款１項

６目３節都市計画費委託金と財産貸付収入、土地貸付収入が一部あるということでした。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

３５ページの土地貸付収入２万９,８２０円ですけども、これ場所をお教えていただ

ければと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

場所につきましては、役場前に架設しております長与中央橋の県道側交差点付近にな

ります。都市計画道路西高田線の方で取得した都市計画課の管理用地の一部にイオンタ

ウンの看板用地として貸し付けを行っているものでございます。面積については１６．



５３平米、約５坪ですね。その看板を設置してる所の部分だけになります。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

３０年度の決算なので何とも言えないんですが、今立ってないですよね。現在車が何

台も停まってたりするんですけど、今、令和元年度ですけれどもほかに貸し付けている。 

○委員長（河野龍二委員） 

山崎課長。 

○都市計画課長（山崎禎三君） 

先程の看板の件でございますが、こちらにつきましては大型商業施設の開店、平成２

９年度５月末に開店当初に対する来店客の的確な誘導及び周知と、あとはその通行車両

に対する混乱防止目的といたしましてイオンの方から御相談がございまして、概ね２年

間、広告看板用地として貸し出したという経緯がございまして、今年度６月には期間が

満了しておりますので、もう撤去しております。今御指摘がありました車が停まってお

るという話につきましては、平成２９年末に健康保険課から協議がございまして、健康

増進事業嘱託職員の仮の駐車場として探しているとのことで、こちらにつきましても今

年度まで健康保険課の方にお貸ししている状況です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。続いて３６、３７ページですね。１６款１項１目土木費

寄附金。続きまして３８、３９。１７款１項３目１節土地区画整理事業特別会計繰入金

ですね。質疑はありませんか。戻っても構いません。質疑はありませんか。次４２、４

３ページ、雑入のところですね。都市計画地図売払収入、次は２０款１項２目の土木債

町債２節都市計画事業債が都市計画所管となっております。質疑はありませんか。 

歳出の方も進めたいと思います。１３２、１３３ページ、８款２項１目道路橋りょう

総務費が所管となっております。次のページはないですね。１３６、１３７ページ。８

款５項１目都市計画総務費から次のページの街路事業費の上段と５目の公園緑地管理費

の一部でしたね。普通旅費の一部、消耗品の一部、設計委託料が全額ということでした。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１３９ページの街路事業費の繰越明許費で、かなりの額が繰り越されておるんですけ

ども、現在までに決着しているのかどうか。お伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

繰り越しでございますけども、今現在、９月現在で既に予算を消化しております。 

○委員長（河野龍二委員） 



ほかにありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

この施策の説明書の方にあります西高田線のことなんですけれども、ちょっと私が詳

しく知らないもので教えていただきたいんですが、いつまでに出来る予定とか、補償費

っていうのは移転補償費とかそういうのかと思うんですけれども、何割ぐらい進んでる

とか、例えば住民の方からこの道路について聞かれたときに、今どういう状況なのかっ

ていうのを簡単にでも教えていただきたいです。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

それでは都市計画道路西高田線の事業概要と進捗状況につきまして説明をさせていた

だきます。まず図面の位置関係ですけども、図面の上側が北になりまして、赤で囲った

部分が都市計画道路西高田線の区域、緑で着色しているところが県道になります。県道

の長崎多良見線、それと県道東長崎長与線ですね。それで黄色で示している所が民間の

組合施行で終わっております榎の鼻土地区画整理事業があります。こちらは平成３０年

度に終わってます。まず事業概要なんですけども、本路線は図面右側の長与町役場を基

点として県立長崎北陽台高校前、あとＪＲの高田踏切を通って県道長崎多良見線までに

接続する所を終点とする延長約１,３３０メートルの都市計画道路になります。事業の

目的ですけども、図面右側にあります長与町の主要渋滞箇所になります長与交差点の渋

滞緩和が主な目的になっています。それで今現在の進捗なんですけども、事業費ベース

で６７％、延長ベースで４８％の進捗となっております。進捗としましては図面の右側

の方に新設道路区間６４０メートルについて施工が完了しておりまして、こちらにつき

ましては平成２９年度に供用を開始しております。平成３０年度からその左側ですけど

も、現道拡幅区間と言いまして、まるみつパチンコ前から高田踏切までの６９０メート

ルについて、今から用地買収と工事の方を進めていくという状況になります。進捗の方

は図面から見るとおり約半分延長ベースで終わっている。事業費ベースでも６７％の進

捗で進めております。それで事業期間なんですけども、平成１５年度から令和８年度ま

での事業期間で事業を進めております。一応簡単ではございますけども説明終わります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

事業費ベース６７％ということですが、総事業費は幾らになるんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 



総事業費は約４３億円になります。事業費ベースで全体事業費が４３億円で、今２８

億７,４００万円を支出しております。６７％の進捗にあります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

これからの部分っていうのは、用地買収はこれからになる所も結構多いのでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

平成３０年度については、まず北陽台高校下にあります建築資材倉庫用地を買収を完

了しております。引き続き、そこの北陽台高校下の鉄工所や重機レンタル、まるみつ付

近の買収を進めていきたかったんですけども、どうしても事業用地で用地買収する所の

面積を確保するために代替地を探したりとか、そういったところの調整がちょっと遅れ

まして、それで今現在、ＪＲ高田踏切付近ですね。どうしてもこちらの方が和楽団地入

口付近も含めて渋滞の箇所になっておりますもんで、まずこちらの高田踏切から和楽団

地入口付近の用地買収を進めているところでございます。今年度もう既に和楽団地入口

付近から県道接続までの用地買収の契約は完了しております。来年度、和楽団地から高

田踏切、県道接続までの区間の拡幅工事を予定しております。順次、用地買収につきま

しては和楽団地の方から役場方面の方に進めていきながら、そこの事業所の用地と言い

ますか、まるみつとか、太陽建機レンタルといった所についても引き続き協議を行いな

がら、話がまとまれば事業所の方も契約を進めていきたいと思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

ちょっと私もこういう公共工事の進め方っていうのはあんまり詳しくないんですけれ

ども、この踏切寄りの辺りというのは、いわゆる普通のお宅と言うか、個人の住居とか

もあると思うんですけれども、そういった方たちは立ち退いていただく必要があるんで

すかね。そういう同意とかっていうのは取れる見込みと言うか、立ち退きを拒否されて

進まないとか、何かそういう問題が起きたりするようなことは考えられるんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

平成３０年度より現道拡幅区間につきましては、用地交渉を進めているところでござ

いますけども、今のところ反対という意思を示されてる方がいらっしゃらなくて、逆に

早く事業を進めてもらいたい。歩行者の安全性とかもやっぱり懸念されているとこでご

ざいましたので、そういう所は早目に整備してもらいたいっていう御意向がありまして、



逆に進めてもらいたいっていう意見の方が多うございました。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

せっかく図面を貼っていただいたので質問をさせていただきますけども、現道の拡幅

区間の幅員は何メートルで一応計画が落ち着いたのか伺います。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

現道拡幅区間の計画幅員につきましては、歩道が３.５メートル、路肩が５０センチ、

車道が３メートルの合計で１４メートルの幅員で計画をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

それと来年ぐらいに踏切付近も掛かられるということでしたので、念のためですが、

ＪＲ協議とか、警察協議とか、一応全てそういうものは決着をしているのかどうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

ＪＲ踏切付近における関係機関協議ですね。先程ありましたとおりＪＲ、あと警察に

つきましては、もう全て協議を完了しております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

その踏切の所の計画についてお伺いしますけども、現道の踏切をどうするんですかね。

中心を決めて現道の踏切左右それぞれに広げる計画なのか。それとも、どちらか側に寄

せて広げる計画なのか。そこら辺ちょっとお伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

山本係長 

○係長（山本公司君） 

中心線は変えずに両サイドを広げるような形です。交差角度もＪＲの方から指摘があ

っておりまして、この交差角度も変えないようにという指示もあっておりますので、両

サイドに広げるようなイメージになります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

西田委員。 



○委員（西田健委員） 

もう１回確認なんですけども、この道幅は１４メートルで、歩道が両サイドに３メー

トルっていう認識でいいんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

委員おっしゃるとおり、両側に３.５メートルの歩道を施工する計画です。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

了解しました。私も実際ここ使用してるんですけども、かなり狭くて、何とか早い段

階で問題が無いようにしていただきたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

維持管理の面でちょっとお尋ねです。決算とは直接は関係ないでしょうけども植栽の

維持管理ですよね。歩道部分が問題になっていて、今ニュータウン中央線の部分には植

栽は施されてない状態です。そこを鑑みて、ここの歩道の計画っていうのは、いつどの

ような方針で今後行うのか。詳細設計とかまだ出てないでしょうからお尋ねします。 

○委員長（河野龍二委員） 

山本係長。 

○係長（山本公司君） 

歩道なんですけれども、当然道路構造令に従って設計、横断は決めてるんですけども、

３.５メートルのうち実際に有効幅っていうのを設けないといけなくて、それプラス路

上施設帯ということでガードレールとか、縁石とかの分を考慮しております。今のとこ

ろ街路樹を設けるとなれば、それ以上に幅員を設けないといけないことになりますので、

この現道拡幅区間については用地的な制約もございまして、街路樹とかそういったもの

を設けるような計画はしておりません。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

３.５、３.５の７メートルですかね、車道が。歩道が３.５、３.５で車道が７メート

ルということですか。車道は私９メートルの印象でおったんですよ。だから歩道をもう

少し小さくするのかなという感じで、ここの中央線が３.５、３.５の９メートルで１６

メートルですよね。車道をそこまで、構造令の話も出ましたけど狭めんばやったとです

か。私はもっと歩道を狭めて車道を９メートル並みに、バスも通るし。そういう計画で



されるべきじゃないのかなと今もちょっと思ったんですけども、どうなんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山本係長。 

○係長（山本公司君） 

一応道路構造で車道が縮まったように見えるんですけれども、車道の３メートルにつ

いては施工済区間も今から入っていく現道拡幅区間も一緒なんですけども、縮まったの

が路側帯ですね。１.５メートルあったのを５０センチにしてる関係上、車道が狭くな

ってるようには見えるんですけれども、片側３メートル確保しておりますので、大型の

バス等も離合はできるような形になっております。やはり用地的な制約等もございます

し、都市計画上の話で言いますとイオンタウン側が商業施設っていうところにもなって、

用途地域的に商業地域になってて現道拡幅案が第１種住居と準工業地域ということにな

っておりまして、実際歩行者の数とかも計って検討した結果こういった構造になって、

県と協議の結果、都市計画決定をさせていただいたということになっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

歩行者の調査とかされて、この結果に至ったということですが、ここと一緒ですよね。

３メートル５０といえば。中央線と。歩道の幅員、ここは街路樹もあるわけですよね。

街路樹何も植えんで、よっぽどそっちの方が広いわけですよね。今度造る方がですね。

私は歩道を除いた部分の車道を広げるべきだと思うんです。もちろん今現道完成断面の

イオンタウンの方から１７メートルでしたかね。長与で一番大きい道路なんですけども、

やっぱり車道部分は、そこでぎゅっと狭まる話になるんですよね。どうなんですか。そ

こはもういじられんとですかね。改めて聞きます。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

まず完成区間ですね。そのときの道路構造令の基準と、またこの現道拡幅区間、ここ

を再検討したときの道路構造令基準というのが違いまして、今の構造令で今の交通量で

あったり歩行者の数、そこを勘案したところで今の１４メートルっていう幅員になって

おります。それで和楽団地の車道が狭いということなんですけども、和楽団地も入口で

あったり、まるみつの前につきましては右折帯を設けますもので、その部分だけは１４

メートルではなく、さらに１７メートルとかそういった幅員を確保しているところなん

ですけども、ちょうどイオンタウン、１７メートル区間とまるみつの前の所ですね。そ

こがちょうど右折帯もあるので、そこの区間で充分な擦りつけを行って、それで違和感

なく１７メートルから１４メートルに行けるように幅員の方を調整して整備をするとい

う計画になっておりますので、走行性とかそれについては問題ないかと思っております。 



○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

歩道を除いて７メートルの車道ってイメージ的にぴんとこんとですけど、長与町のこ

この部分の道路がこれと同じですよというものは何かないですかね。例えば南陽台の幹

線道路とかよりも狭いと思うんですよ。車道的には。あればちょっと教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

この１０メートル道路に近いイメージとしましては、長与町内にある道路としまして

は、吉無田三根線と言いまして、長与ニュータウン入口から諌早方面、多良見方面に抜

ける道路になりますけども、あちらが植栽も無く、同じような規格になると思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

これは最終完了予定ですね、ちょっと見えないんですけども、いつになってますか。 

○委員長（河野龍二委員） 

前田補佐。 

○課長補佐（前田将範君） 

令和８年度になっております。８年後ぐらいの目途で整備を行う予定です。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。質疑はありませんか。いいですか。 

これで都市計画課所管の質疑を終了いたします。お疲れさまでした。 

場内の時計で１３時１０分から始めたいと思います。 

(休憩 １１時５２分～１３時０６分) 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

ただいまより土木管理課所管の質疑を行います。提案理由の説明を求めます。 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

皆様お疲れさまです。それでは土木管理課所管分につきまして、長与町一般会計決算

書の事項別明細書により歳入の部から御説明をいたします。 

まずは２２、２３ページをお開きください。１２款使用料及び手数料１項使用料５目

土木使用料１節道路橋りょう使用料。収入済額６５４万３２６円で、こちらの方は電気、

電話の電柱や電線、ガス管等の占用料になります。２節都市計画使用料。収入済額１,



５８５万４,９０８円のうち備考欄の最上段の公園占用料６５万３,５０８円。こちらも

公園内にあります電気、電話の電柱や電線、こういったものの占用料になります。続き

まして６段下、中尾城公園使用料５２万１,８６０円は草スキー、モノレールの使用料

となります。２段下、都市公園使用料４万８,６００円は都市公園内において行商等を

行ったことに伴う使用料になります。その下、潮井崎公園交流館施設使用料２万３,０

５０円。こちらは展示ホールなどの使用料、冷暖房、シャワーとかの使用料になります。

節の合計で１２４万７,０１８円が土木管理課所管でございます。３節住宅使用料。収

入済額は５,０４０万１,５００円で東高田、西高田、岡岬、３つの町営住宅の現年分の

使用料になります。２段下、５節町営住宅駐車場使用料は収入済額で３４５万９,７６

０円になります。その間になりますけど４節、６節、こういったものにつきましては住

宅使用料、そして駐車場使用料、それぞれの滞納繰越分になります。次に２４、２５ペ

ージをお開きください。２項手数料３目土木手数料１節住宅手数料の収入済額はありま

せん。次に２６、２７ページをお開きください。１３款国庫支出金２項国庫補助金４目

土木費国庫補助金１節道路橋りょう費補助金。収入済額３,０４９万３,０００円になり

ます。内訳として、備考欄一番上の安全で快適な地域社会の創造補助金は町道北部１号

線の法面補修工事などを行っております。道路橋長寿命化による安全性の確保補助金は

町道にかかる橋りょうの定期点検及び山田橋の橋りょう補修工事の前払金の２件相当分

になります。２節都市計画費補助金７,７４３万２,０００円のうち公園施設長寿命化計

画策定事業費補助金６７５万円が、名前のとおり公園施設の長寿命化計画策定業務の補

助金となります。４節住宅費補助金５９８万円のうち住宅・建築物耐震改修事業補助金

６４万１,０００円。その下、公営住宅等ストック総合改善事業補助金４４３万９,００

０円は岡岬の町営住宅の外壁改修の補助金となっております。その下、住宅性能向上リ

フォーム支援事業補助金４５万円が土木管理課所管になります。 

次に３０、３１、３２、３３ページまで行きます。１４款県支出金２項県補助金６目

土木費県補助金１節住宅費補助金は収入済額１０１万５,４００円のうち長崎県耐震・

安心住まいづくり支援事業補助金１万５,４００円が土木管理課の所管分になります。

２節河川費補助金は昨年のがけ崩れ等起きましたことに対する補助金ですが、これは全

て繰り越しをしております。収入済額はありません。次に３４、３５ページをお開きく

ださい。１４款県支出金３項委託金６目土木費委託金１節土木費委託金と２節港湾費委

託金、これが全て土木管理課所管分です。次に１５款財産収入１項財産運用収入１目財

産貸付収入１節土地貸付収入。収入済額４７６万４,８７３円のうち３万８,１１０円が

土木管理課所管分になります。次に３６、３７ページをお開きください。１６款寄附金

１項寄附金４目土木費寄附金は土木管理課ではなく都市計画分になります。次に４２、

４３ページをお開きください。１９款諸収入５項雑入１目雑入１節雑入につきましては、

まずは上から７行目清涼飲料水自動販売機設置使用料３８１万５,３１８円のうち５０

万４,０００円。２行下の各種施設電話使用料８,０２０円のうち２２０円。１５行下に



なります。中尾城公園施設利用者傷害保険料精算金６９万５,４００円。１０行下の町

営住宅光インターネット設置使用料７万８,４５６円。その１段下、境界立会他証明等

交付手数料１万４,７００円のうち１万２,９００円になります。次に２０款町債１項町

債２目土木債１節道路橋りょう事業債１,７８０万円４節のがけ崩れ対策事業債、こち

ら全額繰り越しをしているため収入済額はありません。以上が収入の部になります。 

続きまして歳出の部になります。１３０、１３１ページをお開きください。８款土木

費１項土木管理費１目土木総務費、こちらは全て土木管理課の所管分になります。２節

給料から４節共済費につきましては、部長を含め土木管理課の職員の人件費総勢１０名

分になります。７節賃金につきましてはパート賃金としまして１年分になります。９節

旅費、１１節需用費は経常的経費でございます。１３節委託料につきましては道路台帳

作成整備委託料を含む３件分で１７７万９,８４０円になります。１４節使用料及び賃

借料につきましては防犯設備借上料などで１３８万２,４７６円になります。１９節負

担金、補助及び交付金につきましては県事業負担金ほか、各種団体の負担金で７２８万

６,２５０円になります。続きまして２目急傾斜地管理費１３節委託料につきましては、

急傾斜地の管理しておる伐採業務３件分で８８万３,４４０円になります。１５節工事

請負費につきましては執行分はありません。 

続きまして２項道路橋りょう費２目道路維持費１１節需用費は経常的経費でございま

す。１３４、１３５ページ。こちらの１３節委託料につきましては支出済額２,９５３

万６,４６６円で町道管理が主なものであります。街路樹の剪定及び除草委託こちらが

７８件、ほかにも町道の維持補修や町道北部１号線法面設計業務などの測量設計委託、

こういったものを４件行っております。１４節使用料及び賃借料は工事機械の借上料に

なります。１５節工事請負費につきましては支出済額９,０８０万９,５５３円。主なも

のにつきましては町道北部１号線法面補修工事、こちらは１１、１２、１３法面を行っ

ております。ほかにも町道駅前サニータウン線舗装工事などがあります。全部で９９件

になります。１６節原材料費は町道の維持補修に係る費用になります。続きまして３目

道路新設改良費９節旅費、１１節需用費及び１６節原材料費は経常的経費でございます。

１５節の工事請負費。こちらは町道本川内佐敷線道路改良工事５９５万８,３６０円に

なります。続きまして４目橋りょう維持費１３節委託料、こちらは橋りょう定期点検の

業務で２件あります。１,０２５万５,６１７円になります。１５節工事請負費につきま

しては、昨年度からの繰越工事である山手橋の架け替え工事１,０４６万１,３２０円及

び今年度へ繰り越しました山田橋補修工事の前払金４１９万円となります。 

続きまして３項河川費１目河川総務費９節旅費、１１節需用費、１２節役務費及び１

９節負担金、補助及び負担金は通常支出となっております。１３節委託料につきまして

は配水ポンプ保守点検委託料とか河川の管理委託ですね。設計業務が５件、管理委託が

５件、合計で１８６万６,５２０円になります。１５節工事請負費につきましては１０

件で３５８万１,４９６円。特段の工事はありませんで全て維持工事となっております。



次のページにまいります。１３６、１３７ページ。２目がけ崩れ対策費の委託料及び工

事請負費につきましては昨年の大雨によるがけ崩れの対策費でありますが、全額今年度

に繰り越しております。 

続きまして４項港湾費１目港湾整備費９節旅費、１１節需用費、１２節役務費までは

経常的経費。１３節委託料につきましては全額、長与港の港湾施設管理業務委託料とな

っております。１９節負担金、補助及び交付金につきましては支出済額６８万６,２０

０円。長与港の改修工事の地元負担金で潮井崎地区の護岸工事及び協会の負担金です。 

続きまして１４０、１４１ページになります。５項都市計画費５目公園緑地管理費９

節旅費、１１節需用費、１２節役務費は経常的経費でございます。この中で１１節需用

費の支出済額１,２１６万２７９円のうち１,２１４万１,８８５円が土木管理課所管分

であります。主なものは消耗品の１８４万２,６５１円でございますが、こちらは花い

っぱい運動や花の苗の配布ですね、こういった事業における花の苗代などが主なものと

なっております。１３節委託料は支出済額５,２４８万６,３３６円のうち４,５３６万

１,５７６円。こちらが土木管理課の所管分でありまして、主なものとして各公園のト

イレ清掃をシルバー人材センターへ委託しております。ほかにも公園管理委託料が３６

１万９,３４８円並びに中尾城公園及び潮井崎交流館の施設管理として、長与町公共施

設等管理公社及びシルバー人材センター等への委託をしております。公園施設の管理委

託料が２,５６９万６,７２１円となっております。１４節使用料及び賃借料は支出済額

６９７万４,７３８円で借地公園１１か所の借地料が主なものであります。１５節工事

請負費は支出済額２,７３１万８,０６７円で、主なものにつきましては西田公園の整備

工事３１８万９,２４０円。潮井崎公園の遊具取替工事３３０万５,８８０円。ほかには

大規模な工事は無く通常の維持工事とか、一昨年から行っております重点的に取り組ん

でおりました危険と判断された遊具の修繕工事となっております。１６節原材料費は経

常的経費になっております。１７節公有財産購入費は中尾城公園の用地購入費となって

おります。１８節備品購入費はハンマードリルやラミネーターを購入しております。次

のページになります。１４２、１４３ページ。１９節負担金、補助及び交付金は公園に

関連しました協会費及び負担金でございます。 

続きまして６項住宅費１目公営住宅管理費９節旅費、１１節需用費、１２節役務費は

経常的な経費となっております。１３節委託料は町営住宅の剪定業務や西高田町営住宅

長寿命化工事に伴う実施設計の業務委託、ほかにも岡岬町営住宅の公園工事管理業務な

どで５４５万５,６８５円でございます。１５節工事請負費は、岡岬の町営住宅Ｃ棟の

長寿命化工事などで２,７５５万７,７６６円になっております。１つ戻りますが１４節

使用料及び賃借料、さっきの１９節負担金、補助及び交付金は経常的経費となっており

ます。続きまして２目安全・安心住まいづくり支援事業費１３節委託料、こちらは全て

耐震診断で６万１,６００円。１９節負担金、補助及び交付金は耐震診断に係る補助金

で１９４万円でございます。３目建築費１９節負担金、補助及び交付金につきましては



支出済額１００万円で、住宅性能向上リフォーム補助金の１０件を交付しております。 

続きまして大きく飛びます。１８０、１８１ページをお開きください。１１款災害復

旧費２項公共土木施設災害復旧費１目道路等災害復旧費のうち９節旅費、１１節需用費、

１９節負担金、補助及び交付金は経常的経費となっております。１３節委託料につきま

しては災害箇所の設計業務３件分で７６万３,５６０円となっております。１５節工事

請負費は昨年の大雨と台風に伴う災害復旧費で３３６万８,４００円、全部で１９件分

になります。以上が歳入及び歳出に係る御説明でございます。 

なお、平成３０年度長与町一般会計に係る主要な施策の成果に関する報告書でござい

ますが、報告書の４６ページから４８ページにつきましてが、土木管理課所管分でござ

います。以上参照を賜りたいと思います。以上が３０年度の土木管理課所管分の内容で

ございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは、これから質疑を行います。ページを追っていきたいと思います。歳入の２

２、２３ページ、１２款１項５目土木使用料です。ここの１節、２節公園占用料、中尾

城公園使用料、都市公園使用料、潮井崎交流館施設使用料。あと３節住宅使用料、４節、

５節も土木管理課となっております。また、説明資料として町営住宅の収納状況の資料

が提出されております。質疑があればどうぞ。戻っても構いませんので、ページを追っ

ていきます。２４、２５ページ、１２款２項３目住宅手数料は歳入はなかったというこ

とですね。２６、２７では１３款１項４目１節の全て、２節は公園施設長寿命化計画策

定事業補助金、４節は住宅費補助金のうち上３つですね。公園住宅等ストック総合改善

事業補助金は主要な施策の成果の報告書にもあります。上の段の安全で快適な地域社会

の創造についても、主要な施策の報告書の説明でもあります。 

質疑はありませんか。それずっとページを追ってるんですけど、だいぶ先ですか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

３３ページ、河川費、県費補助金の河川費補助金で調定が４８００万程あって、収入

済額がゼロって事情をちょっとお聞きしたいんですが。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちらの方が昨年度の大雨のがけ崩れの分になるんですが、まず経緯をお話しします

と、がけ崩れが起きたあとにまず補助対象になるのかという形で県の方と協議しまして、

いけるんではないかという形でまず話を進めさせてもらいました。途中いろいろあるん

ですが、最終的に交付決定が出たのがもう年度末近くになって、国から正式にＯＫが出

たのがですね。そういうこともありまして歳入というのは、まだ実質支出もしておりま

せんので全て繰り越した分になって、結果的にこういった形で調定を上げましたけど収



入未済という形で上がって残ってしまった結果になります。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。今３３ページまで来ております。次３５ページ、６目土

木費委託金と土地貸付収入、財産貸付収入。次のページいきます。４２、４３では雑入

でありました。幾つか分かれてましたね。清涼飲料水に電話使用料ですね。町営住宅の

インターネット、中尾城公園ですね。前に戻っても構いません。質疑があればどうぞ。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

ちょっと戻るんですけれども、２２、２３ページの１２款１項５目４節滞納繰越分な

んですけれども、予算に対して収入済額っていうのが結構、倍まではいかないですけど

多いと思うんですよ。これは収納の推進に特段何かあったんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

まず滞納繰越分の予算としての計上の仕方につきましては、例年何パーセントぐらい

で入るかという予測を立てまして予算化をしております。その予算化した分がこの金額

でありまして、その思っていたより入ったというのが現状であります。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

歳入が全般的に。歳出の方も入りたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

４７ページの災害復旧費の説明をしてもらっていいですか。起債の歳入があってるで

しょ。お願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちらの災害復旧につきましては、町単独費用の分についての起債対象分となってお

ります。補助対象以外の分です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。歳出のページにも行きたいと思います。１３０、１３１、

８款１項１目土木総務費全般ですね。次のページも土木管理になっております。次のペ

ージもそうですね。１３５、１３７の港湾整備費までが土木管理となっております。 

質疑はありませんか。 

浦川委員。 



○委員（浦川圭一委員） 

１３５ページの町道等維持補修工事費。１５節工事請負費で２,２００万の繰り越し

なんですが、通常維持で繰り越しって言うのはあんまり私は聞いたことないので、契約

されて繰り越しをされているのか、どういう状況だったのか繰り越しの理由とか分かり

ましたらお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

この維持費につきましては、国庫補助金対象の維持費となっております。北部法面で

すね。本来ここの費用につきましては、維持費の方で道路法面の補修工事、それと舗装

工事を当初上げておりました。ただ舗装工事につきまして、御存知のとおり対象外とな

りましたので、追加で法面工事を入れれないかという形で県と協議をしまして、どうに

か協議が整いまして、昨年度の末にようやく工事発注まで行きまして繰り越しを行いま

した。ということで３０年度には法面工事を２本してることになります。１本は繰越契

約をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

同じく１３５ページの河川総務費１３節委託料の中の河川管理委託料の１２８万２,

０００円この分の委託の業務の内容とか分かりましたらお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

主なものはダム周辺の草刈りとか、親水公園の除草作業、こういったものですね。あ

と長与川につきましても町で行わさせてもらった分もあります。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

歳入３４、３５ページの１４款３項６目２節の市町村権限移譲等交付金、これは具体

的にどういうことに使われるものなんですか、どういう性格のものなんでしょう。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

この港湾は長与港です。港湾に関しては基本的に県管理となっております。県管理の

港湾部分につきましてハード面につきましては基本的に県の方で行っております。こち



らの方のメインになってくるのは通常の維持管理、そこにプレジャーボートとか通常の

船が停まっております。ああいったものの管理、こういったソフト的なもの、あと面的

な賃貸借ですね。例えばこの港湾の野積場の用地を借りたいとか、そういったものにつ

きまして町の方で受付をしている分に対する県からの業務に対する交付金になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

１３５ページの先程浦川委員から繰り越しの内容の説明ということで河川費の６,５

５０万のところの説明がありました。この中で「ダム周辺親水公園の草刈りなど」とい

うところがありましたけど、これちょっと個人的になってしまうかもしれないんですけ

ど、親水公園は草刈りに関しては町がやるということになってたけど、その認識がなか

ったっていうのを聞いたことがあるんですが、県とのやりとりはしてるというのはちゃ

んと土木管理課の方では分かってらっしゃるんですよね。そこ確認なんですけど。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

県との協議につきましては、基本的にまず親水公園を造るときには市町の方につきま

しても、全て管理を行っていくという協定を結ばさせてもらって初めて工事に入れるも

のになります。ただ、どこまでするかとか、ここが本体工事になるのか、単なる草刈り

と言うのかという分につきましては、そのときそのときで協議をしていく案件となって

おります。そのため親水公園部分につきましては県の管理であり、町の管理でもある。

両方で管理をしていくものと把握しております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。今１３５ページまできておりますけども、ありませんか。ペー

ジを進めたいと思います。何度も言いますが戻っても構いません。１３６、１３７、そ

うですね、ここまで来てたですね、港湾のところまでやってたんで、次。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

長与港の港湾施設管理業務委託料、西側埋立と理解してよろしいんですか。管理業務

の内容とこの委託料の拠出先はどこですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

長与港港湾施設管理業務委託料になりますが、西側埋立ではなくて、まんてんの所の

プレジャーボートとかあります。漁船とか。あの部分と下岡地区にあります俗に農船会

って呼ばれてますけど、そちらにも船があります。こちらの部分についての管理につき



まして、前者については漁協、あとの方については農船会に管理の委託をしております。

このお金の出所につきましては先程の港湾管理、県からの支出金が充当されております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

あそこは係船料というのは確か取ってますよね。それはどこに入ってくるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

係船料につきましては、一旦町を経由しまして県の方に入っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。今１３７ページまできております。進めます１４０、１４１。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１４１ページの１３節委託料の公園清掃管理委託料。ここの委託業務内容を少し教え

ていただきたいと思うんですが。 

○委員長（河野龍二委員） 

  中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちらの方につきましては、町内の公園のトイレの清掃業務になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

以前聞くところでは尻無川公園とかも含まれてるということは聞いとるんですが、ど

れくらいの頻度でやられているのか。以前聞いてたのが尻無川と八反田と中尾城公園の

一番下、これは毎日やってるんだというのは聞いてるんですよ。その残り時間でほかの

公園を何か所か回ってるんだというようなことで、そこの確認をしたかったもんですか

ら、どれぐらい１日の仕事量と言うか、業務量をどれくらいか教えていただきたい。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

まず清掃班が回れるトイレの個数というのが決まっておりまして、２０から２１か所

回れるという形になっております。先程委員がおっしゃいましたとおり尻無川、八反田、

吉無田、中尾城公園。この４つにつきましては土日祝日を除く毎日平日です。堂崎とか

和三郎、樽津、金比羅公園こういった所が２日に１回、それ以外につきましては月に５

回を目安、大体６日ということで、大体１週間に１回前後回ってる形になっております。 



○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

次に同じページの公有財産購入費１７節、予算とか決算の場でしょっちゅう中尾城公

園の用地購入費っていうのが出てくるみたいなんですが別の所ですか。以前、帯田平の

上の所をお聞きをしておったんですが、３０年度で買われた所は改めてどこですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちらにつきましては委員のおっしゃられるとおり帯田平の部分で、２９年度からず

っと話をしておりまして、予算決算につきましても不用額で落としたり、再度補正で上

げたり、当初で上げたりとかですね、ちょっとごちゃごちゃしておりましたけど、内容

的には１つのことで今回完結しております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

１３７ページの８款３項１目１９節のところが予算に対して支出が少なくて不用額が

多いっていうのは、これはどういう経緯なんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちらにつきましては県工事負担金、今回につきましては高田川ですね。当初工事が

できるんではないかという話で、負担金が発生するということで当初予算に上げさせて

もらいましたけど、県と随時話をしていったんですが、最終的には結局もう県の方も支

出までならなかったという形で、３０年度につきましては負担金は発生しなかったです。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そうすると、今年度とかにもう一度予定されているんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

はい。今年度につきましては、工事がもう発生しておりますので、負担金が発生する

ものと考えております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 



○委員（西田健委員） 

先程の浦川委員の関連で１４１ページの公園の関係で、細かくいろいろ委託料ありま

すけども、ちょっと確認して公園施設管理委託料、公園剪定等委託料、この辺のちょっ

と詳細をどういう内容かというのを教えて欲しいんですけど。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

最初におっしゃいました公園施設管理委託料。こちらの方は基本的には人件費と思っ

ていただいて構いません。シルバー人材センターとか管理公社、こちらの方に人的な費

用として委託料を組んでる分になります。基本的にはもう中尾城公園の人件費と思って

いただいて構いません。公園剪定等委託料につきましては、町がこういったもの特段で

切りたいねとか、というときに使ってる委託料となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

公園というのは一般的に例えば町内公共の公園があるんですけども、またそれとは違

うんですかね。今言われた例えば公園施設管理委託料というのは、もうシルバーで中尾

城公園が大体主な内容っていう認識でいいんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

中尾城公園に常駐してやっております。ただし、ほかの公園につきましても、できる

範囲でやってもらってる部分はあります。ですから全てが中尾城公園の仕事ではなく、

ほかの所の仕事も多少なりとも入っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

各公園の草なんですけども、どういう管理、大体月ごとにいろんな公園あるんですけ

ども、結構草が生えてる状況なんですけども、どういう選定っていうか、計画を立てて

るのかっていうのをちょっとお聞きたいんですけど。 

○委員長（河野龍二委員） 

山下係長。 

○係長（山下泰明君） 

概ね年に２回できるような形の頻度で計画を立てて実施しているんですが、現実問題

としまして、ちょうど今の時期とかにはどうしても雨が降ってすぐに草とか生えたりし

て、また地域のイベントとかあって、どうしてもこの時期までに早急にやっていただき



たいっていう場所とかありまして、そういう要望とかに対応することもありましてなか

なか回れない公園がありまして、ちょっと皆様に御迷惑をお掛けしているところですが、

計画としては概ね２回、回れるような形で計画を立てて実施をしているところです。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

委託先はもうシルバーだけなんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

先程申しましたとおり基本的にはシルバーで年２回という形になっておりますが、ど

うしても回れないというときには、別の民間業者とかにお願いする場合もあります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

１４１ページの公園緑地管理費の中の１５節、確かこの公園整備工事費で公園の遊具

の修繕も入ってたと思うんですけれども、あれは町内全部完了したんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

当初危険と思われた遊具ですね、基本的には２９、３０でほぼ終了しております。た

だし、どうしても大型の複合遊具につきましては今年度３件、もうすぐ発注予定で今年

度中に完了して全てとりあえずは完了という形になっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。今４１でありましたね。ページ数４２、４３の公営住宅

管理費、それと、安全・安心住まいづくり支援事業費、建築費、１４３の下段までです。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

すいません、今の質問の続きなんですけども、その残り３件というのは、ちなみにど

こになりますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

まずは吉無田地区の山ノ口公園、緑が丘地区にありますあおぞら公園、まなび野地区

のあじさい公園、この３か所になります。 



○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１８１ページの災害復旧事業費の工事請負費なんですが補正を組まれてますよね。昨

年の雨以降９月議会でしたかね。そのときに１,６７７万円の増額補正ということで、

今回１,６００万の繰り越しということで、先程説明をちょっとお聞きしとったら３３

６万８,４００円の支出済額ですね。件数が１９件という説明だったと思うんですが、

あとどれだけ繰り越しで残っておるのか。この繰り越しの１,６００万に係る件数とい

うのは、例えば道路が何件とか、河川が何件とか、そこら辺をちょっと教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。先程の答弁お願いします。 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

繰り越しました１,６００万円の内訳としては、吉無田の坂口地区、こちら駅前のが

け崩れ。平木場地区の災害復旧として２件、岡の一本松琴の尾開拓線ですね。山の上に

登る方になるんですけど、そちらの工事この４件で１,３００万円ほど予定をしており

ます。それ以外にもまだ小さな工事で、まだ発注していない分がありましたので、そち

らの方で３００万円、合わせて１,６００万円全て繰り越しをしております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

私はこの補正が去年上げられたときから、この件についてはどうも不思議でならんと

ですけども、災害が夏に起きて大きい災害だったんですけども９月に補正が上げられて、

これは分かるんですよね、すぐ対応をしないといけないということで。挙句の果て繰り

越しでしょう。災害で補正取って繰り越しっていうのがあるのかなって、今回それで聞

いてるんですが、今聞いた件数が、この補正を上げたときの説明と全然違うんですよね。

補正を上げられたときは道路河川で１５件、公園で６件ということだったんですよ。だ

からこの１,６００万の繰り越し、発注ができなかった理由っていうのがあるんですか

ね、繰り越しの理由って聞いた方が分かりやすいですかね。そこを教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 



当初の件数が多くて、最初言われました分につきましては単費相当分では１０数件の

対策工事はもう終わっております。大きい部分と地元との話、用地の話とか、そういっ

た部分がつかなかったものに対しまして、今回繰り越しを行っております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

災害復旧事業ですから公共施設が壊れておるわけですよね。用地が発生するんですか

ね。そういうものは災害復旧じゃないんじゃないですか。そして災害が起きて原形復旧

ですよね、基本はですね。原形復旧をする所が民地に入っとったら、それは民地が壊れ

たという話じゃないですか。工事で支障があるから民地を復旧して民地は当たり前に返

す、そういうところでですかね。どっちにしろ補正を慌てて取られて繰り越したという

現実が信じられんわけですよ。１,６７７万の補正を組んで１,６００万繰り越しますと

いうのが。だからこの繰り越したこの契約繰越っていうのは何件あるんですか。未契約

繰越ではなくて、契約して繰り越してるというのは。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

未契約繰越のみで契約済の繰り越しはありません。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

だから９月に補正を組んで、急いでお金が要りますからと組んで、３月まで契約もし

なかったということですよね。急ぐ必要はなかったんじゃないかなということと、未契

約繰越は何件されとるんですか。未契約繰越は何件されているのか。今もう既に契約が

済んでおるのか、済んでない分が何件あるのか。 

○委員長（河野龍二委員） 

田中補佐。 

○課長補佐（田中廣幸君） 

現在のところ未契約の分は２件となっております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

ちょっと聞き方が悪かったんですけど、現在未契約で繰り越したのが２件ですよね。

それで現在までに契約した分と未だに契約してない分が何件あるのかですね。 

○委員長（河野龍二委員） 

田中補佐。 



○課長補佐（田中廣幸君） 

４件中２件となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

それでは未契約で繰り越して、あと２件はまだ契約すらしてないということですよね。

補正は去年の９月に組んで、１年経って災害って言いながら未だに契約ができてないと

いう状況ですね。これは何でですかね。 

○委員長（河野龍二委員） 

田中補佐。 

○課長補佐（田中廣幸君） 

先程課長の方から用地の関係もあるということで話をしましたけども、崩れた所が道

路を支える斜面が崩れておりまして、その斜面の部分につきましては個人の所有地とな

っておったんですけども、復旧としましては、そちらの方をしなければいけないんです

けども、個人の方と話をした際に協力が得られなかったということもあります。 

○委員長（河野龍二委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。先程の答弁をよろしくお願いします。 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

この未契約の２件につきまして、まず１件ですが、用地が斜面で変則的っておかしい

ですけど、上と下が町道で挟まれてるような土地が上から崩れました。真ん中に個人の

私用地があったんですよ。本当はここも協力をお願いして一緒にしようと考えたんです

が、本人との協議がうまく整わなかったっていう部分で、最終的には寄附してもらえる

ようになって、そこは町として上の道路も守りたいし、下の道路も守りたい。そのため

にその法面も全部まとめて一緒にしたいという形で今回話を進めさせてもらって同意を

得ておりますので、あとは工事のみとなっております。もう１件につきましては、災害

ではあるんですが、人的な分がまだ発生してないとおかしいんですけど、急ぐあれでも

なかったもので、まだちょっと先延ばしって言ったら失礼ですけど、契約をちょっと時

間を掛けてやっているというか、今年度中には発注しようと考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

災害の認識が全然、あとの方の説明では災害ではあるんですが、まだやってないんだ



と言う。災害の考え方が全然違うのかなと思うんですが、先程の最初の例にしてでも道

路があって法面が個人の用地であれば、下にまた道路があって個人の用地が崩れたんで

あれば、ここで言うところの公共土木施設災害じゃないじゃないですか、まずそこから。

だからそこの対応するときには、まずそれは個人と協議をしてはいいと思うんですよね。

上の道路とかにも影響を及ぼす恐れがあるということでですね。だからそういうのを済

ます前に、まずこの予算補正を上げてきて、ちょっと取り組み方が違うんじゃないかな

という感じがしております。それと歳入の方で起債で全部上げてましたよね、補正で。

１９０万は今年度中に収入済額で上がってるんですが、ここら辺に変更ないんですかね。

１,６７０万の地方債を財源内訳で上げておられるんですよ、補正のときに。今年度１

９０万歳入で決算で上げておられるんですが、残りは来年とられるんですか。補正でも

何もその後上げてない、いじってないですからね。そこら辺どうなるのか。併せてどう

いうふうにするつもりでおられるのか財源のほうも。繰り越した内容がばらばらなんで

ね、本当に借り入れとかそういう分はきちんと行くとかなと私は思っとるんですよ。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

起債対象とは考えておりますが、財政との協議の上で一般財源を使うか、起債を使う

というのは、また今後決めたいと財政とは話しております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

話しておりますって、今んところ起債で上がってるわけですよ、繰り越しで。だから

最終的にそこをいじるならまだ補正なりで財源の組み替えとかせんばいかんわけでしょ。

だからそういうのがされないままにそんまま１,６００万分の繰り越しを、まだ契約も

されてないという中で、そういう起債の借り入れとかが見えてくるのかなという質問で

すが。今後、話をしていくということなんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

はい。財源につきましては、起債は完了しないと借り入れの対象とならないという部

分もありますので、そこは今後詰めさせていただきたいと考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

１４２、１４３ページの住宅費の３目。住宅性能向上リフォーム支援補助金１００万



円ですけれども、これが１０件で１００万円ということでしたけれども、元々１件の上

限が１０万円という補助だと思うんですが、結構これは人気があって申し込みというか、

そういうのが結構埋まるっていう話を聞いたんですけれども、最大１２件まで受けれる

ような予算ですけど、２０万円余ったのは何か理由というのはありますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

濱中係長。 

○係長（濱中章君） 

不用額の２０万につきましては、国費の対象とならないリフォームとかあった場合に

単費に切り替えるために２０万余計に取っている分です。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

もう１つ、上の段の耐震診断補助金なんですけど、一般の町民の方というか、個人の

お宅で耐震診断を希望する方に補助するものでしょうか。ちょっと説明をお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

濱中係長。 

○係長（濱中章君） 

耐震診断補助金の内容で対象といたしましては、木造戸建て住宅が対象となります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そうすると、この１９４万円の内訳というか、その件数とか、元々これも何か上限と

いうのはあるんでしょうか、１件当たり。 

○委員長（河野龍二委員） 

濱中係長。 

○係長（濱中章君） 

内訳からお答えいたします。耐震診断補助金１９４万円のうち１４万円が耐震改修計

画策定の支援事業分２件分です。１件当たり７万円です。残りの１８０万円につきまし

ては耐震改修工事支援事業の補助金です。２件分で１件当たり９０万円です。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

耐震診断補助金と先程のリフォーム支援補助金は今年度も続いているんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

濱中係長。 

○係長（濱中章君） 



今年度も実施しております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで土木管理課の質疑を終わります。お疲れさまでした。 

場内の時計で１４時４０分まで休憩します。 

（休憩 １４時２４分～１４時３７分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

これから産業振興課所管の質疑を行います。産業振興課所管の説明を求めます。 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

皆さんこんにちは。本日はお疲れさまです。それでは議案第６９号平成３０年度長与

町一般会計歳入歳出決算、産業振興課所管分につきまして御説明いたします。はじめに

歳入歳出それぞれの総額についてでございますが、歳入総額が９,９５０万６,７４０円

となっております。歳出総額で３億２,２２３万４３９円となっております。 

それでは歳入歳出決算書事項別明細書により御説明させていただきます。２８、２９

ページをお開きください。１４款県支出金１項３目農林水産業費県負担金１節農業費負

担金の中山間地域直接支払交付金の８２８万５,９１６円でございますが、急傾斜地の

条件不利地であります中山間地域において行われる農地の耕作放棄地発生防止を行う活

動組織への交付金になっております。町内４集落１７２.１ヘクタールにおいて行われ

ておりまして、その分の国県それぞれ３分の１ずつの方がこちらの方になっております。

次に多面的機能支払交付金の３７万７,３７６円でございますが、こちらは農地や道路、

水路等の維持管理及び長寿命化に伴いまして、国２分の１、県４分の１の交付金分で２

集落１１ヘクタールにおいて活動が行われております。次に同じく２節林業費負担金の

森林整備地域活動支援交付金１８万７,５００円でございますが、効率的に集約化を図

りながら森林整備を行うための森林法第１１条による森林整備に関する経営計画策定作

業など２０ヘクタールに行われております分の交付金になっております。 

次に３０、３１ページの下の方になります。２項県補助金４目農林水産業費県補助金

１節農業費補助金の主なものを御説明いたします。なお一番上の農業委員会交付金と下

から５行目の農地集積・集約化対策費補助金は農業委員会所管分となっております。産

業振興課所管分の主なものといたしまして、上から４行目、ながさき鳥獣被害防止総合

対策事業費補助金の２０６万５７８４円でございます。ワイヤーメッシュ柵の設置に伴

う資材購入費とイノシシ捕獲に伴う捕獲報奨金となっております。次の経営所得安定対

策等推進事業費補助金５４万８,０００円は、実行組合長への指導推進費等を含みます

長与町地域農業再生協議会への事業推進に伴う事務費に対する県の補助金でございます。

３行下、農地集積・集約化対策事業機構集積協力金１６７万３,９３１円につきまして



は、長与木場地区農地集積協議会が取り組みました農地集積・集約化対策事業に対しま

す交付金でございます。１３８筆２,２９４アールの農地につきまして、農地の集積・

集約化の取組を行っております。次の青年就農給付金１５０万円でございますが、平成

２９年度より就農されました就農者１名の支援金となっております。次の農村地域防災

減災事業補助金６００万円につきましては、七葉迫溜池の耐震点検業務委託及びハザー

ドマップ作成に対します補助金となっております。以上、産業振興課所管分合計が１,

２２９万５,７１５円でございます。次に２節林業費補助金のながさき森林づくり担い

手対策事業補助金１１万２,０００円は、南部森林組合の職員５９名の福利厚生費補助

金で県からの３分の１の補助金を受け入れております。次のふるさとの森林づくり事業

補助金２１万５,０００円は、長崎森林環境税の事業の１つであります長崎森林環境保

全事業の取組といたしまして、３０年度に長与北小学校が取り組みました森林体験学習

に対する補助金でございます。次に３節水産業費補助金になります。水産多面的機能発

揮対策推進交付金の１万１,８５０円は、長与浦において展開中の大村湾再生事業によ

り、推進事務費に対する補助金を受け入れております。 

続きまして３２、３３ページをお開きください。４款県支出金３項委託金でございま

すが、３目衛生費委託金１節保健衛生費委託金の市町村権限移譲交付金４万８,０００

円と４目農林水産業費委託金１節農業費委託金の権限移譲等交付金１万７,０００円並

びに、次のページをお開きいただいて一番上の行になります農地中間管理機構業務委託

金５万円の推進事業に対する委託金は権限移譲分となっております。次に５目商工費委

託金では１節商工費委託金が２万円となっておりまして、中小企業等共同組合法や中小

企業団体法、商工会法等に基づく各種届出に関する権限移譲交付金になっています。 

続きまして３６、３７ページをお開きください。１５款財産収入財産売払収入１目１

節不動産売払収入のうち２,６４４万７,０６４円は、長与町岡郷字中和田６１４番１３

になります約７６８平米につきまして農業法人へ売却したものでございます。売却の経

緯といたしましては、長与町生活研究グループが所有していた店舗及び加工所施設を農

業法人が購入することに伴いまして、その土地に対しても購入の希望が町の方にござい

ましたので売却に至ったということになります。１２月１７日に契約を行っております。

次に１６款寄附金１項寄附金１目１節一般寄附金の２万円です。産業振興課にて有害鳥

獣対策として、平成３１年２月１２日に受納をいたしております。 

続きまして４０、４１ページをお開きください。１９款諸収入３項貸付金元利収入１

目１節貸付金元利収入でございますが、産業振興課所管分が小規模企業振興資金預託金

元利回収金の３,０００万９６３円と小規模企業創業支援資金預託金元利回収金２,００

０万６４１円でございます。これは町内４銀行に預託を行っておりました振興資金の回

収金になっております。次に４２、４３ページになります。１９款諸収入５項雑入１目

１節雑入につきまして産業振興課分を御説明いたします。上から４番目ふれあい農園使

用料５６万５,０００円。１区画２０平米が２５４区画、３０平米が１９区画、合計２



７３区画分でございます。次に上から８行目の火災保険料３０万５,２４６円のうち７,

２３５円が産業振興課分でございます。直売所まんてん分の火災保険料の直売所まんて

んからの収入となっております。次に上から２６行目、電柱等設置使用料３万９,８３

０円のうち１万２,７５０円が産業振興課所管分でございます。岡郷の農産加工施設の

敷地にあります岩崎食品と大村湾観光汽船の看板占用料でございます。次に下から６行

目、長崎県市町村振興協会地域活性化支援事業助成金３７３万１,２２２円のうち７３

万１,２２２円が所管分でございます。雨により中止になりました長与シーサイドマル

シェの開催までに掛かった費用とイルミネーションの設置などを行いまして、町のＰＲ

を行った事業に対する助成金となっております。２分の１の助成となっております。次

に４４、４５ページの雑入の段の下から３行目になりますオリーブ果実販売料５,５０

８円になります、庁舎玄関前のオリーブな果実につきまして１キロ６００円、８.５キ

ログラムを販売した収入となっております。以上が雑入で産業振興課所管分が１３２万

１,７１５円となっております。 

次に４６、４７ページをお開きください。一番下になります２０款町債１項町債７目

農業債１節農道等事業債２１０万円につきましては、３１年２月に国の予算が可決した

ことに伴いまして３０年度において予算計上を行いましたが、予算の繰り越しを行って

おります。事業内容といたしましては、藤の棟溜池の耐震対策整備事業の測量調査設計

に伴う町負担分になりまして、起債率が１００％となっております。 

続きまして歳出に入らせていただきます。５２、５３ページをお開きください。２款

総務費１項１目一般管理費、産業振興課が所管となっております分が、９節旅費２,４

００円。１１節需用費が３６万３,０４４円。１３節委託料が下から２番目の４９万８,

０００円。次のページにまいりまして１９節負担金、補助及び交付金。一番最後の行に

なります２３万８,０００円の長与シーサイドマルシェ補助金。合計で１１０万１,４４

４円が産業振興課分となっております。主なものといたしましては１３節委託料の一番

下の行になりますが、イルミネーション取付委託料といたしまして、八反田公園に中央

商店街のにぎわい創出事業といたしまして４９万８,０００円掛けてイルミネーション

を設置をしております。１１月２１日から１月３１日まで点灯を行いました。点灯式に

おいては西そのぎ商工会の事務局がございます長与オレンジマルシェ実行委員会におい

てミニマルシェを開催し出店店舗数が１３店舗出店をしていただいております。次のペ

ージ、シーサイドマルシェの補助金でございます。３月１０日に開催を予定しておりま

したが中止となっております。申込店舗数といたしましては７９店舗、今までで一番多

い申込店舗数となっております。 

続きまして７０、７１ページをお開きください。２款総務費２項徴税費１目税務総務

費のふるさと長与応援寄附金の経費となりますが７節賃金４２万９,６５７円。１１節

需用費消耗品が４,９４２万８,７７４円のうち４,７８５万１,８３３円が産業振興課所

管分となっております。これが主にふるさと納税返礼品の購入費の方となっております。



次に１２節役務費３,２５４万１,３６１円は産業振興課所管分でございまして、通信運

搬費の内訳といたしまして返礼品送料として２,１８２万３,６４４円、受領証明書等の

送付といたしまして３１３万５,９８６円の合計となっております。次のふるさと納税

サイト利用料も産業振興課所管になりまして７３３万１,７３１円でございますが、３

社分のサイト利用料及びクレジットカードの手数料となっております。次に１３節委託

料、ふるさと納税業務委託料２,２６５万３,１９２円につきましては、寄附金の受け付

けから返礼品の発送まで一連の事務の代行をしていただく委託料となっております。３

社分となっております。以上産業振興課所管分、合計１億３５９万８,６４３円でござ

います。経費率につきましては５２.１３％となっております。 

次に１１８、１１９ページをお開きください。５款労働費１項３目労働諸費でござい

ます。９節旅費及び１１節需用費、１９節負担金、補助及び交付金合計で７８６万４,

６４５円となっておりまして、主なものといたしましては１９節負担金、補助及び交付

金の７８３万５,８４０円でございます。これが長与・時津シルバー人材センターへの

運営補助金となっておりまして、会員が３８４人。うち長与町が２８８人、就業率８２.

６％で仕事の方をしていただいております。 

続きまして１２０、１２１ページをお開きください。６款農林水産業費１項２目農業

総務費でございますが、２節、３節、４節につきましては、職員１０人分の人件費で合

計６,１３７万１,７８３円でございます。８節報償費の合計額６２万７,７００円は、

実行組合長４３人への報償費と溜池の管理者への謝礼となっております。 

次に１２２、１２３ページ、３目農業振興費になります。まず１９節負担金、補助及

び交付金の繰越明許費２１０万につきましては、歳入町債でも御説明いたしました県営

事業農村地域防災減災事業として行います藤の棟溜池耐震対策整備事業に伴う町の負担

分を繰り越しのところに上げさせていただいております。それでは、農業振興費につき

まして主なものの説明をさせていただきます。１３節委託料、有害鳥獣捕獲業務委託料

１３６万２,０００円でございます。有害鳥獣の駆除といたしまして４月、５月、９月、

１０月及び３月１６日から３１日までの４.５か月を中彼猟友会長与支部へ委託し、有

害鳥獣の駆除を行っていただいております。次に農山地域防災減災事業設計業務委託料

７７６万５,２００円でございます。先程申し上げました藤の棟溜池の耐震整備に伴う

農村地域防災減災事業の計画書単価更新業務委託と、あと七葉迫溜池の耐震点検に伴う

業務委託及び七葉迫で溜池のハザードマップを作っております。そちらの方の作成業務

委託料となっております。続きまして１５節工事請負費、農道等補修工事費の１９８万

３,５２８円でございますが、農道水路等の補修工事、合計１１件分でございます。次

に１９節負担金、補助及び交付金でございます。１２４、１２５ページをお開きくださ

い。主なものを御説明いたします。上から３行目と４行目になります。各土地改良区へ

の元利償還補助金で長与木場地区が２,０８６万９,０６８円、償還期間が３７年度まで

となっています。長与岡北地区１,４４３万１,６８７円、償還期間が３８年度までとな



っております。次に上から１０行目になります。優良品種更新事業補助金１２５万４,

０００円でございます。長与町の柑橘部会員１０９名の方に対しまして、ミカンの優良

苗木５,５４１本の購入費について補助を行っております。補助金といたしましては実

費の４分の１以内となっております。次の行、落葉果樹等苗木購入補助金３４万６,０

００円は、町内４８名へオリーブやブルーベリーの苗木など１３品種６３７本分の購入

補助を行っております。次の行、農産物集出荷施設整備補助金２６６万５,０００円で

ございます。平成２３年に完成いたしましたＪＡ長崎せいひ伊木力選果場の整備に当た

りまして、長与町生産者の負担軽減及び所得の安定を目的といたしまして、平成２３年

度から平成３４年までの８か年にわたり補助を行ってきているものです。３０年度で終

了となりました。８か年総額で２,１３２万７,０００円の補助金となっております。次

に４行下になります。ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金につきましては、歳入

１４款県補助金で御説明をいたしましたが、ワイヤーメッシュ柵の購入とイノシシの捕

獲報償金といたしまして補助の方を行っております。次の行になります。地域営農推進

事業補助金でございますが、これにつきましては米の作付生産調整に伴いまして、水田

転作に対する助成金、１３０人の水田所有者へ１１８万９,０２４円の補助を行ってお

ります。次の行の農地集積・集約化対策事業機構集積協力金になります。こちらの方も

歳入の方で御説明いたしましたように木場地区の方の農地の集積・集約化に対する協力

金というふうになっております。４行下になります青年就農給付金も歳入で御説明いた

しましたが、４５歳未満の新規就農者に対する５年間の給付金になっておりまして、長

与町では１名の方に給付を行っております。次の行になります。中山間地域等直接支払

交付金１,２４２万８,８８２円でございます。こちらも歳入の方でもございましたが、

国と県の補助金に町の分を含めまして４地区へ補助を行っております。次、下から２行

目になります農産物加工施設整備事業元利償還補助金９５万３,５２８円でございます。

２７年度に完成いたしました加工所建設に伴う借入金の元利償還補助金でございます。

以上１９節合計で６,７８３万６,５２３円となっております。 

次に４目畜産費でございます。９節旅費及び１９節負担金、補助及び交付金合計で７

万８,６１９円となっております。 

続きまして１２７ページ、２項林業費１目。主なものを御説明いたします。２項林業

費１目１３節委託料、林地台帳地図作成業務委託８４万２,４００円でございます。平

成２８年に森林法の一部改正がございまして、森林の土地所有者や林地の境界に関する

情報を平成３１年４月１日に公表する必要がございましたことから、平成３０年度に整

備を行い林地台帳の方の作成の方を行っており、それの委託料というふうになっており

ます。次に１９節負担金、補助及び交付金１行目の長崎県治山林道協会負担金の３１万

２,０００円につきましては、県の施工により行っていただいております佐敷川内地区、

梶原地区の工事に対する町の負担金となっております。次に２１節貸付金の林業開発促

進資金貸付金２４万８,０００円でございます。長崎県林業公社において事業運営を行



うに当たりまして、木材需要や価格の低迷などによりまして、財源確保を図るため県が

９割、町が１割ということで林業公社への資金の貸付をすることになっております。続

きまして３項水産業費１目水産振興費でございます。１９節負担金、補助及び交付金の

上から４行目になります。水産多面的機能発揮対策負担金１８１万７,５８９円は、長

与浦の海底耕運、客土並びにモニタリングなど、大村湾の再生活動を漁業者ら総勢３４

名で行っております。また、大村湾中央部の公海上におきまして大村湾沿岸自治体で行

っております海底耕運の負担金につきましても、合計した負担金となっております。 

続きまして７款商工費１目１項商工振興費でございます。産業振興課分では９節旅費、

１１節需用費、１９節負担金、補助及び交付金、２１節貸付金の合計が５,７４８万５,

３０２円となっております。主なものを御説明いたします。１９節負担金、補助及び交

付金でございますが、１３０、１３１ページをお開きください。上から３行目、商工会

商品券発行事業補助金１２５万が７月１５日に発売されましたプレミアム付き商品券２,

０００セットと共通発券事業、発行枚数が８,２１１枚になりますが、これに伴う補助

金でございます。町内で１７１店舗が加盟、利用というふうになっております。次に上

から５行目、商工会組織支援事業補助金でございます。西そのぎ商工会へ組織の強化と

財政基盤の強化による会員サービスの向上を図ることを目的にいたしまして補助を行っ

ております。西そのぎ商工会１,０２５事業所のうち長与町が４９０事業所となってお

りまして、窓口や巡回指導等を延べ２,５８０回行われております。全体の組織率とい

たしましては、２,０５０事業所がある中で１,０２５の会員となりますので、長与、時

津合わせて５０％の組織率となっております。次に３行下になります店舗リフォーム助

成金でございますが、町内の店舗等事業者を町内業者において地域経済の活性化と町内

事業所の経営改善を目的に店舗のリフォーム助成を行っております。３０万円を上限に

いたしておりまして工事費の２０％を補助。平成３０年度は５件、１０６万５,０００

円の補助を行っております。次に一番下の行になります創業塾開催事業補助金２０万円

でございます。創業に必要な手続きや資金調達の手法などセミナーになりますが、平成

３０年度は特に女性の社会進出をさらにバックアップできるよう、女性を主な対象とい

たしまして支援を行っていただきました。参加人数が１４名うち２名が長与町の方で、

２名とも現在創業をされております。次に２１節貸付金の小規模企業振興資金預託金３,

０００万円と小規模起業創業支援資金預託金２,０００万円は、小規模事業者への運転

資金や設備資金並びに創業支援資金の融資を行うため、町内４銀行への預託を行ってお

ります。平成３０年の新規借り入れといたしましては、振興資金が８件で１,８７０万

の貸し付けを行っております。創業支援資金の貸し付けはございませんでした。 

続きまして２目観光費でございます。主なものといたしましては１９節負担金、補助

及び交付金でございます。１行目の長与川まつり補助金では実行委員会への補助を行っ

ております。昨年は約３万人の来場、３６店舗の出店があっております。３０年度につ

きましては、日本財団の海と日本プロジェクトによりまして、海フェスタ大村湾より全



体事業費から出店料、協賛金を差し引いた事業費の８割を補助をいただきまして、長与

町からは残り２割の１００万円の補助となっております。一番下の大村線沿線観光活性

化事業負担金９万３,０００円につきましては、ＪＲ九州の長崎から佐世保間にありま

す大村湾沿線の自治体によりまして、組織をしております団体への負担金となっており

ます。以上観光費合計１４１万４１７円でございます。 

続きまして１７８、１７９ページをお開きください。１１款災害復旧費１項１目農業

用施設等災害復旧費でございます。主なものといたしましては、次のページ、１５節工

事請負費の１２２万９,３１０円でございますが、農道、水路等合計で６か所の災害復

旧工事を実施いたしております。農業用施設等災害復旧費の合計が１２５万６,３６０

円でございます。以上で産業振興課所管分の歳出の説明を終わります。 

続きまして１８８ページをお開きください。出資による権利でございます。上から長

崎県漁業信用基金協会、長崎県農業信用基金協会、長崎県信用保証協会、長崎県林業公

社、２つ下になります長崎県漁港漁場協会、次に下から５番目になります長崎県産業振

興財団、下から３番目になります長崎県農林水産業担い手育成基金、それから下から２

番目の長崎南部森林組合の８件が産業振興課所管分でございます。増減についてはござ

いませんでした。最後に１８９ページをお開きください。３債権になります。長崎県林

業公社貸付金でございますが、長崎県林業公社への貸付金平成３０年度２４万８,００

０円を増額いたしまして、総額が１,６２４万８,０００円となっております。 

続きまして、長与町一般会計に係る主要な施策の成果に関する報告書でございますが、

産業振興課分が３８ページから４５ページになります。１２項目の施策について記載を

しておりますので御参照いただければと思います。以上が平成３０年度におきます産業

振興課所管分になっております。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。ページを追っていきたいと思います。まずは２８、２９ペ

ージ。ここでは３目農林水産事業費負担金、農業負担金と林業負担金ですね。続きまし

て３０、３１ページでは、４目農林水産事業県補助金の農業費補助金のところ、産業振

興課となっております。あと林業補助金、水産事業補助金、質疑があればどうぞ。続き

まして３２、３３ページ、下段の方ですね。衛生費委託金の保健衛生費委託金の一番下

の市町村権限移譲交付金（鳥獣捕獲）ですね。その下の農林水産の市町村権限移譲交付

金、次ページの商工費委託金までですね。質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

２８、２９ページの１４款１項３目１節中山間地域等直接支払交付金と、その下の多

面的機能支払交付金ですが、これは主要な施策の説明書にもある耕作放棄地の発生防止

等に使われると思うんですけれども、少し具体的に耕作放棄地の発生を防止するために

どういう使い方をするんでしょうか。 



○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

まず両方とも耕作放棄地の防止になっているということでございまして、中山間地域

等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金につきましては、主な目的というか、仕様

が一緒になっておりまして、集落を４地区及び未集落とかいう地区を分けていただきま

して、中山間でございましたら急傾斜地の田んぼになるんですけど、そちらの方を耕作

放棄地にならないような計画を立てまして、みんなでそこを耕作していこうというよう

な事業になっております。多面的支払交付金の方につきましても２地区、三根地区と横

道地区になりますが、田んぼの方を地区に分けまして、団体で守っていくというような

ことに対しまして、補助の方が行われているものになります。以上になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

今のこの耕作放棄地の防止に１,２００万ぐらい歳出というか、多いんですけれども、

今おっしゃった耕作放棄地にならないように計画を立てるとか、その計画を立てるのに

これだけの金額っていうと、もう少し計画を立てるために実際にどういう作業をするの

かとか、そういったところは分かりますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

お答えいたします。具体的な活動としては、耕作放棄地にならないように集落の方で

日にちを決めて、年間、定期的な草刈りというのをしております。あとは水路の泥上げ

とか清掃ですね、こういった活動にも使われております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

参考までに。この寄附金というのは一般の方からの寄附金なんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

はい。一般の方になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

財産売払収入のところで２，６４４万７，０００円でしたかね。ここの土地はそんな



に昔じゃないんですが、県から町が購入をした土地だと、何年か前にですね。そのとき

の購入費用と比べて今回の払い下げ、売払収入、単価的には損はしてないと思うんです

が、その確認だけさせていただきたいんですが。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

県から買ったときの単価というのは、私があれなんですけど、今回の販売につきまし

てはきちんと鑑定を行いまして、鑑定価格に沿った販売をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

久松補佐。 

○課長補佐（久松勝君） 

ただいまの御質問ですけども、西彼中央土地開発公社が県の方から買いまして、その

分を町が買い戻したのが平成２２年でございます。当時の単価からしますと、今回の売

却単価につきましては１.７倍ほどの額で売却をいたしております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。ページを進めたいと思います。４０、４１ですかね。３項貸付

元利収入ですね。ページ戻っても構いません。４２、４３ページ、雑入ですね。ふれあ

い農園、火災保険料の一部、電柱等使用料の一部、長崎市町村振興協会地域活性化支援

事業助成金の一部。次のページのオリーブ果実販売量が産業振興課となっております。

ページを進めます。４６、４７、農道等事業債これは繰り越したという説明でした。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

３１ページ、１節農業費補助金のながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金、これ

は説明書の中でも詳しく書いてあるんですけれども、今、イノシシが１１６頭というこ

とでなってますね。最近のイノシシの捕獲っていうのはどういう状況になってるのか。

それから電気柵ですね。電気柵は減ってきてるのか、ワイヤーメッシュがもう主流にな

りつつあるんですけれども、電気柵が減りつつあるのかですね。その辺りをちょっと御

説明して欲しいと思います。それからもう１つ狩猟者。なかなか免許の取得が難しいん

ですよね。それで私も前一般質問で、もうちょっとこれを増やすようにしたらどうです

かっていう質問をしたことあったんですけども、この狩猟者のいわゆる資格を持ってる

方っていうのは年々どうなっておられるのかですね。それももし把握しておられればお

聞きしたい。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

電気柵の推移でございますが、平成２６年から申し上げます。延長をメートルで申し



上げますけども、ワイヤーメッシュと対比で御説明いたします。ワイヤーメッシュ柵が

平成２６年国、町合わせまして３万２,０３０メートル、電気柵が６,２００メートル。

平成２７年ワイヤーメッシュ柵が１万６,８３０メートル、電気柵が１,７５０メートル。

平成２８年ワイヤーメッシュ柵が１万３,１１１メートル、電気柵が５４７メートル。

平成２９年ワイヤーメッシュ柵が２,２９４メートル、電気柵が３００メートル。平成

３０年ワイヤーメッシュ柵が５,３３３メートル、電気柵が２６６メートル。この直近

５年で申し上げますと、電気柵が平成２６年の６,２００メートルをピークに減少傾向

にあるっていうことが言えるかと思います。その要因としましては、電気柵の方はバッ

テリーも頻繁に交換する必要がある。あと雑草あたり生えてくると雑草に触れると効果

が非常に薄くなるということで、少し手間暇がその分掛かってしまうということで減少

しているんじゃなかろうかと思われます。あともう１点の御質問ですね、狩猟者への補

助ですけども、猟友会の人数でございますが、平成３０年度が１５名、猟友会の方がお

られます。平成３１年度は１名増えまして１６名となっております。補助に関しまして

は、町の単独事業で狩猟免許の取得の助成金というのがございまして、取得費用の免許

の講習費用の２分の１を町の方で助成いたしております。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

その狩猟免許者ですね、平成３０年度は１５名って言わたんですけど、それ以前はど

ういう状況になっとたかですね。減ってきているのか、横ばいになってるのか、その辺

りをちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

平成２９年以前の数につきましては現在ちょっと資料持ち合わせておりませんので、

後程回答させていただきます。 

○委員長（河野龍二委員） 

質疑はありませんか。歳出のところに行きたいと思います。５２、５３ページですね。

ここの幾つかですね、イルミネーション、旅費と需用費の中にもあるということですね。

イルミネーションの方の説明がありました。質疑はありませんか。戻っても構いません。

５４、５５、ここは１９節負担金、補助及び交付金の中でシーサイドマルシェの補助金

の説明がありました。進みます。次が７０、７１ページですね。２款２項１目税務総務

費の中で賃金と需用費、あと役務費、委託料。ここが所管となっております。 

質疑はありませんか。ページを戻っても構いません。質疑があればどうぞ。１１８、

１１９は労働諸費ここが全て所管となってるというところです。 

八木委員。 



○委員（八木亮三委員）    

ふるさと納税関係のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、これ結果的にとい

うか、歳入が２億円ほどですかね。最初は８,０００万円で予算が組まれたこのふるさ

と長与応援寄附金というのが、途中で補正予算で１億２,０００万となって、実際に収

入済額も約２億円ぐらいですけど。途中で予算よりもだいぶ多く入ってくる見込みとい

うか、そういう途中で思ったより利用者が多かったということなんですか。もしそうだ

としたらその要因とか何かあるんでしょう。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

お答えいたします。収入額１億９,８７５万の寄附の方いただいております。まず当

初８,０００万だったのを昨年１２月には２億ということで予算の要求をさせていただ

いておりますが、要因といたしましては９月になりまして、ふるさと納税の申し込みの

方が急激に伸びたということがございます。この伸びた要因につきましては、前の年３

月、前の年度ですね、３月ぐらいに新しく乾物等を扱います業者の方に１件お願いをい

たしましたところ、寄附金の額が伸びてきたっていうことで２億ぐらいいくんじゃない

かということで、予算の要求をさせていただいた結果２億にはなりませんでしたけども、

１億９,８７５万の寄附ということになっています。あとはＰＲといたしましてＹahoo!

のサイトの方にはなりますが、インターネットの方でもリサーチといいますか、そうい

うのをさせていただきまして多くの皆様に見ていただくようにしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。今１２０、１２１ページですね。農業総務費から１２２、

１２３、１２４、１２５の畜産業費までが所管となっております。あと次のページの林

業費ですね、ここから１２６、１２７、１２８、１２９、商工費、観光費、１３０、１

３１の観光費までが所管となっておりますね。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１２９ページの水産多面的機能発揮対策負担金、主要な施策の報告書にも載っておる

んですが、まず、どこにこの負担金を負担をされているのかということと実際これ毎年、

何年ぐらいやられているのか。効果がどうなのか、そこら辺分ればお聞かせください。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

この水産多面的の負担金につきましては、具体的には未組織に対する負担金になりま

す。１つが長与地区で行っている長与浦再生活動組織への負担金、これは６３.８ヘク

タールほど長与浦ございまして、３４名の漁業者が活動をしております。もう１つは大



村湾地域の漁業環境保全会３６.３９ヘクタール、これは大村の中心部になりまして９

市町で中心部の海底耕運などの作業を行っております。長与浦の再生活動組織の活動内

容につきましては海底耕運ですね、海底を耕して酸素とかを混ぜていくというような活

動。あとは客土の散布、砂を海底に撒くことで稚貝の沈着などの促進を図ると。あとは

浮遊物の除去、最近マイクロプラスチックとか世界的にも問題になっておりますけども、

そういった浮遊物の除去なども行っております。また海底のモニタリングですね、溶存

酸素量ですとか、稚貝の成長の状況とか、そういったことも包括的に行っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

やっぱり効果は出ておるっていうことなんですか。私ども去年でしたかね。議員研修

で大村湾の専門家の方が大村湾の状況は非常に良いんだということを聞かせていただい

て、環境がですね。一方でこういう対応がされておることで、どっちを信じたらいいの

かなという感じはしてるんですが、これは負担金ですので、どっかがまとめてどっかに

支払いをされていることだと思うんですが、どちらに支払いされてるんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

こちらの支払いにつきましては、各市町の負担金を県の協議会の方で一旦吸い上げま

して、あとは直接各活動組織の方に振り込みをさせていただいております。先程浦川委

員のおっしゃられた大村湾の環境がどうなのかっていうところなんですけども、モニタ

リング等の調査でもなかなか簡単にその答えが出るものではありませんで、特に昨年度

は非常に夏場が日照り続きで雨も降らずに農業の方も大変だったんですけども、漁業の

方も大変で海底の酸素が不足しまして、大量に稚貝が死んだりとか、そういった状況も

ありました、非常にやっぱり天気に左右されるものなのかなというふうには思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

１２９ページ、林業開発促進資金貸付金ということで２４万８,００円という金額は

出ておりますが、林業者って言うんですかね、は長与町には居ないというふうに何年か

前はお聞きしたような気がしたんですが、最近ではこの林業の方で仕事をやっていくと

いう方が長与町にもおられるのか、おられないのにこの森林関係っていうか林業関係の

負担金、補助金が結構あるんですけれども、そこら辺の考え方はいかがなんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 



○係長（山口亮君） 

おっしゃるように長与町内に林業従事者っていう方は今おられません。ただ林業事業

者といたしまして大きく２つあるんですけども、長崎県の林業公社ですね。これは県内

全域をされております。もう１つは長崎南部森林組合。大きく分けてこの２つが長与町

内でも森林経営計画といいまして、個人との協定を結びまして計画的な伐採等をやって

おります。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１２８ページで流用をされていると思うんですけど、観光費から商工振興費ですか。

３７万１,０００円、商工振興費のどこの部分が不足したのか。そこだけちょっと。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

商工費の１３委託料、商店街活性化委託料の方に流用の方をさせていただいておりま

す。以上になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

１３１ページの商工振興費の一部で最後の行の創業塾開催事業補助金というので、先

程の御説明で女性ですかね、２名受けられて実際にお２人とも創業したっていうことな

んですが、個人情報とかもあると思うので、お答えいただける範囲で、ざっと言えばど

ういう業種で開業されたのかとか、もしお答えいただければということと、あと実際に

お２人創業したっていう結果があるということで、この創業塾とかっていうのは今年度

もしくは今年度以降も行っているものなんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

２名につきましては、お１人が美容業。お１人がケーキ屋さんになっております。こ

ちらの方の開催につきましては２９年から行っておりまして、今年も開催予定、実施を

しております。時期につきましては毎年違いますが、今年度につきましては７月ぐらい

から開催を行っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 



○委員（浦川圭一委員） 

長与川まつり補助金１００万円ということで、以前は町の負担もかなりまだ大きかっ

たと思うんですが、先程の説明で別の所から補助金が出るようになったということだっ

たんですが、これは今後も期待ができるのか、そこら辺をちょっお聞かせください。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

お答えいたします。先程御説明いたしましたように海と日本プロジェクトということ

で日本財団からの助成を基に大村市の方が大村湾海フェスタ実行委員会の方で取りまと

めを行いまして、県内で事業の方を採択をいたしまして配分を行っていただいてる分に

なります。残念ながら今年度、３１年度の川まつりにつきましては、ちょっと漏れまし

て、イベント等には余りせず、水産に対する事業についてということになっておりまし

て、今年度の方は事業は漏れておりますが、来年もこういう機会がありましたら是非こ

ちらの方から申し出の方をしていきたいと思っております。以上になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

国が進めております農地管理機構というのがありますよね、これはおたくの所掌でよ

ろしいんですかね。この農地管理機構の状況というか長与町に当てはめた場合、どのよ

うな状況になっているか教えていただきたいなと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

川田主事。 

○主事（川田優惟君） 

お答えいたします。農地中間管理事業の貸借の実績を述べさせていただきます。長与

町におきましては、農地中間管理事業自体は平成２６年の４月から実施をしております

が、長与町の実績としましては平成２７年からになっております。平成２７年から平成

３０年までで２１３筆、約３３ヘクタールの貸し借りがなされております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

１３１ページの商品券事業ですけど、これは今回までっていうか、来期以降の予定は

確か無いんじゃないかなと思いますけど、それと商店街の活性化ですかね、中央商店補

助金の内訳ですね。その２点をお尋ねいたします。補助金の使われ方って言いますか。 

○委員長（河野龍二委員） 



川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

お答えいたします。まず商品券につきましては、今年度３１年度につきましては福祉

部の方で行っておりますプレミアム付き商品券の方と変わりましたので、今年度はこち

らの産業振興課所管の分の補助の方は無いということになっておりまして、来年度以降

につきましても今協議を行っておりまして、委員がおっしゃられますとおり、いろいろ

人件費の問題等があるということで、どうにかならないかというような相談は受けてお

ります。まだ決定の申し入れ等はあっておりません。もう１つ、中央商店街対策事業補

助金になりますが、こちらの方は昨年度の状況といたしましては、散策マップの方を作

成いたしまして中央商店街の方のＰＲ。そのマップの方に４店舗お買い物しましたら５

００円の商品券がもらえますというような、少しプレミアムなところも付けまして、中

央商店街を散策していただければというふうなことで、先着１００名になりますが、マ

ップの配布を行っております。そのほか先程も申し上げましたミニマルシェ。こちらの

方もほんの一部になりますが事業費の方を使わせていただいて行っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

産業振興課として、農業、林業はなかなかあれかもしれんけど、水産業、商業もそう

いうデータが出てるのかよく分かりませんけども、３０年度において売り上げが上がっ

たっていう、それぞれの産業に、以前例えば水産業にしては漁獲量が２９年度から３０

年、前年度からこれぐらいに上がっただとか、農業にしても収穫量がこれぐらいに上が

ったとか、そういう説明もしていた経緯があったんですね。そういうデータがあれば少

し教えていただければなと。いわゆる取り組んだ成果が出たという部分があれば教えて

いただきたいというふうに思います。 

○委員（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

まず水産の方から御説明いたします。水産の平成３０年漁獲量ですけども、約７トン

でございました。金額としましては６１３万４,１５０円となります。これは大村湾漁

協からいただいたデータになります。２９年が漁獲高が約１０トン、販売額が９２３万

２,８７５円となっておりますので、漁獲量としては約３トンほど減少しておりまして、

販売額としても減少しているというような状況にあります。昨年非常に悪天候でござい



ましたので、それが影響してるんじゃなかろうかと推測されます。農業の方でございま

すが、ちょっと金額としては押さえておりませんで、長崎西彼農協からいただいた柑橘

部会の資料でございますが、３０年の出荷実績としまして、２７０万平１,４６０キロ

グラムが柑橘の出荷実績でございます。これは極早生と早生と普通温州の合計でござい

ます。２９年度が出荷実績が２９９万４,４６８キログラムとなっておりますので、こ

れもまた減少をしております。柑橘部会の会員数も２９年度２１１名でございましたが、

２０５名に減少しておりまして、高齢化に伴いまして作り手が減少していることが影響

してるんじゃなかろうかと思われます。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

天候だとか、そういう条件もなかなか努力だけではできない部分もあるのかもしれま

せんけども、やはりこの産業振興課としては、地域にある産業がやっぱりこう振興して

いくというか、発展していく方向に力を注ぐべきだと思うんで、そういう意味ではいろ

んな事業をされてるんで大変かもしれませんけども、こうした産業いわゆる商工業の方

が出てきてなかったんですけども、商工業もそんなこう飛躍的に良くなるっていう状況

はなかなか考えられないかなと思うんですけども、そういう意味では全体の予算の、も

う少し注げるところと注ぐべきところだとか、そういうところがあるんじゃないかなと

思うんですけども、その辺は３０年度のこの決算を見られて、なんか展望だとかいうの

があるものなのか、あれば１つお聞かせていただければというふうに思いますけども。 

○委員（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

お答えいたします。おっしゃるようにお金はもう限られておりますので、取捨選択を

いたしまして集中して導入すべきとこに導入すべきだとは思います。町単の補助事業も

様々な補助事業をしておりますが、毎年農業者の声を聞きまして見直しを図っておりま

す。今年度につきましても元々ブランド対策事業ということで、高品質のミカンを作ろ

うっていうことでマルチシートや乳剤の補助もしておりましたが、そういったものを廃

棄する費用についても助成をして欲しいという要望もいただいておりましたので、そう

いった声も取り入れまして農業者がより良い所得の上がるような事業に毎年見直しを行

っていきたいと考えております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

農業の方は先程山口が申し上げたとおりになりますが、商工の方も同じでございまし

て、予算を要求計上させていただくときに、商工会等と協議を行いまして、要求等踏ま



えながら財政の許す限りの補助の方をつけさせていただいているような状況になってい

ます。産業振興課が関わる事業といたしましては、どうしても地元直結ということにな

っておりますので、耳を傾けながら今後もしていければと思っております。 

○委員（金子恵委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

災害復旧事業６か所、１２２万９,３１０円ということで、去年の夏の災害の対応か

なと思うんですが、それで完了ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

全て完了してるものになります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

産業振興課の報告書をちょっと今見たんですけども、確かに農業から商工会までいろ

んなところにやってるんで、水産振興として１８０万あるんですけども、ほかと比べて

極端に何かちょっと水産の方だけちょっと低いかなと私は感じたんですけども、ちなみ

に長与町内の水産業というんですかね、そういう方ってどのくらいおられるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

漁業組合の組合員数を申し上げたいと思います。平成３０年度が正組合員が２７名、

準組合員が１２名、合計３９名となっております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

確かに少ない。ほかの農業とか商工の人も少ないかと思うんですけども、一応この水

産業で２７名の方はそれで御飯を食べてると、収入を得てるって言うんでですね。何ら

かちょっと検討していただいて補助なりに決まった金額なんでちょっと厳しいかもしれ

ないんですけど、その辺をちょっと検討していただければと思います。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 



川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

水産業につきましては大村湾漁協というところが長与町の組織の母体となっておりま

すので、そちらの方とも協議をしていきたいと思っております。以上になります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。いいですか。 

質疑なしと認めます。これで産業振興課所管を終了いたします。お疲れ様でした。 

○委員長（河野龍二委員） 

しばらく休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

本日の審査はこれで全て終了いたします。明日はまた９時半から委員会を再開いたし

ます。本日は散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １５時５８分） 


